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(57)【要約】
【課題】戻り球の回収口を備えた遊技機において、当該
回収口から戻り球が溢れてしまうことを抑制可能な遊技
機を提供する。
【解決手段】パチンコ機１０は、外枠１１に対して回動
可能に支持された本体枠１３を備えており、さらに本体
枠１３の前方には前扉枠１４が設けられている。前扉枠
１４は、本体枠１３に対して回動可能に支持されている
。この場合に、前扉枠１４に対して、窓部２１と、球受
け皿としての上皿や下皿とがユニット化して設けられて
いる。さらに、前扉枠１４の背面側には上皿や下皿への
通路部が形成された前扉側通路ユニット２７１が設けら
れており、前扉側通路ユニット２７１には戻り球を回収
するための戻り球通路部が設けられている。また、戻り
球通路部には戻り球検知センサが設けられている。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技装置と、
　遊技球を貯留する球受け皿と、
　発射操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射装置と、
　当該遊技球発射装置から発射された遊技球を前記遊技領域に向けて誘導する誘導部と、
　前記遊技球発射装置よりも遊技球の発射方向側であって前記誘導部を逆流してくる遊技
球を回収可能な位置に回収口を有し、その回収した遊技球を前記球受け皿に向けて導く回
収通路部と、
　当該回収通路部を通過する遊技球を検知する球検知手段と、
　当該球検知手段の検知結果に基づいて前記遊技球発射装置による遊技球の発射を禁止す
る発射禁止手段と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球を遊技領域に向けて発射することに基づいて遊技が行われる遊技機に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種であるパチンコ遊技機は、その遊技機前面部に球受け皿が設けられている
。球受け皿に貯留された遊技球は、遊技球発射装置へ案内され、遊技者によって発射操作
がされることにより遊技装置としての遊技盤に形成された遊技領域へ打ち出される。より
具体的には、遊技球発射装置から発射された遊技球は、遊技盤などに設けられた誘導レー
ルを通って遊技領域の上部に誘導される。そして、その誘導された遊技球が遊技領域を流
下し例えば入賞口に遊技球が入球することにより、払出装置から球受け皿に所定数の遊技
球が払い出される。
【０００３】
　上記パチンコ遊技機では、遊技球発射装置から発射された遊技球が、遊技領域まで至ら
ず誘導レールを逆流してくることがある（この遊技球を、戻り球という）。この戻り球が
遊技球発射装置まで戻ってしまうと、遊技球発射装置に戻り球が衝突し当該遊技球発射装
置の破損等が懸念される。これに対して、誘導レールと遊技球発射装置との間には回収口
が設けられており、これにより戻り球が遊技球発射装置に衝突しないようになっている（
例えば、特許文献１参照）。そして、この回収口にて回収された遊技球は球受け皿に排出
される。
【特許文献１】特開２００３－１１７１９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上記のように回収口が設けられた構成において、多数の戻り球が生じると回収
口から遊技球が溢れてしまうことが懸念される。この事態が発生する場合としては、例え
ば、球受け皿において多数の遊技球が貯留されている状況下で、多数の戻り球が生じた場
合などが考えられる。
【０００５】
　回収口から遊技球が溢れてしまうと、その溢れた遊技球が遊技球発射装置からの遊技球
の発射経路上にきてしまうおそれがあり、遊技領域への遊技球の誘導が阻害されてしまう
。そして、この誘導が阻害された遊技球等は、回収口が溢れていることに伴って当該回収
口にて回収されず、パチンコ遊技機内部にて散乱してしまうおそれがある。この場合、遊
技者の持ち球が遊技に用いられることなく消失してしまうこととなり、また散乱する位置
によってはパチンコ遊技機の構成部品の破損等を招くおそれもある。
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【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてされたものであり、戻り球の回収口を備えた遊技機におい
て、当該回収口から戻り球が溢れてしまうことを抑制可能な遊技機を提供することを目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構
成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものでは
ない。
【０００８】
　手段１．遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技装置（遊技盤８１）と、
　遊技球を貯留する球受け皿（上皿３３、下皿３４）と、
　発射操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射装置（ソレノイド１１１）と、
　当該遊技球発射装置から発射された遊技球を前記遊技領域に向けて誘導する誘導部（内
，外レール部１０１，１０２）と、
　前記遊技球発射装置よりも遊技球の発射方向側であって前記誘導部を逆流してくる遊技
球を回収可能な位置に回収口（開放部２８１ａ）を有し、その回収した遊技球を前記球受
け皿に向けて導く回収通路部（戻り球通路部２９９）と、
　当該回収通路部を通過する遊技球を検知する球検知手段（戻り球検知センサ３００）と
、
　当該球検知手段の検知結果に基づいて前記遊技球発射装置による遊技球の発射を禁止す
る発射禁止手段（主制御装置１６２、電源及び発射制御装置２４３）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０００９】
　手段１の遊技機では、発射操作に基づいて発射される遊技球は、遊技領域に誘導され当
該遊技領域を流下する。また、発射された遊技球の中には、遊技領域に到達することなく
誘導部を逆流してくるものがある（以下、この遊技球を戻り球ともいう）。この戻り球は
回収通路部にて回収され、最終的に球受け皿に排出される。
【００１０】
　当該構成において、回収通路部を通過する遊技球を検知する球検知手段が設けられてお
り、当該球検知手段の検知結果に基づいて遊技球の発射が禁止される。これにより、例え
ば球受け皿が満杯状態で多数の戻り球が生じたとしても、回収口から遊技球が溢れる前の
タイミングで遊技球の発射が禁止され、結果的に回収口から遊技球が溢れてしまうことが
抑制される。
【００１１】
　なお、「回収通路部」には、戻り球を球受け皿に直接導く通路部が含まれるとともに、
払出装置から払い出された遊技球を球受け皿に排出する皿側通路部を備えた構成において
は当該皿側通路部に合流することとなる通路部も含まれる。
【００１２】
　また、「発射禁止手段」は、遊技状態が通常遊技状態よりも遊技者に有利な特別遊技状
態の場合には、遊技球の発射の禁止を実行しない構成としてもよい。すなわち、発射禁止
手段は、遊技状態が特別遊技状態か否かを判断する判断手段を備え、遊技状態が特別遊技
状態の場合には球検知手段の検知領域にて遊技球が待機したとしても、遊技球の発射を禁
止しない構成としてもよい。これにより、特別遊技状態中に遊技球の発射が禁止され、特
別遊技状態が発生したにも関わらず、それにより得られたはずの利益が消失してしまうと
いった不都合の発生が抑制される。
【００１３】
　また、発射禁止手段に代えて又は加えて、球検知手段の検知結果に基づいて払出装置に
よる遊技球の払い出しを制限する払出制限手段を備えた構成としてもよい。また、発射禁
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止手段及び払出制限手段を備えた構成に、発射禁止手段が上記判断手段を具備する構成を
適用してもよい。また、この場合に、払出制限手段は、遊技状態に関係なく球検知手段の
検知結果に基づいて払出装置による遊技球の払い出しを制限する構成としてもよい。
【００１４】
　手段２．手段１において、前記発射禁止手段は、前記球検知手段における遊技球の検知
継続期間が基準期間に達した場合に前記遊技球発射装置による遊技球の発射を禁止するこ
とを特徴とする遊技機。
【００１５】
　手段２によれば、球検知手段における遊技球の検知継続期間が基準期間に達した場合に
遊技球の発射が禁止され、球検知手段にて遊技球を検知したとしてもその検知継続期間が
基準期間に達しない場合には遊技球の発射が禁止されない。これにより、途中で待機する
ことなく回収通路部を遊技球が通過する場合、すなわち、回収口から遊技球が溢れるおそ
れのない場合に、遊技球の発射が禁止されてしまう可能性が低減される。
【００１６】
　手段３．手段１又は２において、前記回収通路部における前記球検知手段の検知位置よ
りも下流側領域を、上流側領域よりも広くしたことを特徴とする遊技機。
【００１７】
　手段３によれば、回収通路部における球検知手段の検知位置よりも下流側領域が上流側
領域よりも広く確保されているので、多数の戻り球が生じたとしても遊技球の発射が禁止
される可能性が低減される。つまり、本構成によれば、回収口から遊技球が溢れてしまう
ことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減することができる。
【００１８】
　手段４．手段１乃至３のいずれかにおいて、前記回収通路部は、前記球検知手段の検知
位置よりも上流側に、少なくとも１個の遊技球が待機可能な領域を有することを特徴とす
る遊技機。
【００１９】
　手段４によれば、回収通路部における球検知手段の検知位置よりも上流側には少なくと
も１個の遊技球が待機可能な領域が確保されているため、遊技球の発射の禁止を実行する
場合、その発射の禁止を回収口から遊技球が溢れない範囲内で余裕を持って行うことが可
能となる。
【００２０】
　手段５．手段１乃至４のいずれかにおいて、前記回収通路部を、曲がり領域（曲がり部
２９９ｂ，２９９ｃ）を有するように形成したことを特徴とする遊技機。
【００２１】
　手段５によれば、回収通路部が曲がり領域を有するように形成されているので、直線的
に形成する構成に比して、回収通路部の通路長を長く確保することができる。そして、か
かる通路長を長く確保することで、球検知手段の検知位置を設定する上での自由度が高ま
る。また、その検知位置を上流側とした場合には、検知位置にて遊技球が待機する可能性
が低減され、遊技球の発射が禁止される可能性が低減される。つまり、回収口から遊技球
が溢れてしまうことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減することがで
きる。
【００２２】
　手段６．手段１乃至５のいずれかにおいて、前記遊技装置の遊技結果に基づいて遊技球
を払い出す払出装置（払出装置２２４）を備えており、
　当該払出装置から払い出された遊技球を前記球受け皿に向けて導く皿側通路部（裏パッ
ク側上皿通路部２５８、裏パック側下皿通路部２５９、本体側上皿通路部２６２、本体側
下皿通路部２６３、前扉側上皿通路部２７２、前扉側下皿通路部２７３）を設けるととも
に、
　前記回収口にて回収した遊技球については前記回収通路部により前記球受け皿に向けて
導くようにしたことを特徴とする遊技機。
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【００２３】
　遊技装置の遊技結果に基づいて払い出された遊技球は皿側通路部を介して球受け皿に排
出される。この場合、遊技球の払出状況によっては皿側通路部において遊技球が連なるこ
とがあり、かかる皿側通路部の途中位置に回収通路部を合流させる構成を想定すると、回
収通路部にて遊技球が待機する可能性が高まる。これに対して、手段６によれば、払出装
置から払い出された遊技球は皿側通路部により球受け皿に向けて導かれるのに対して、回
収口にて回収された遊技球は回収通路部により球受け皿に向けて導かれる。これにより、
回収通路部を介した戻り球の排出が皿側通路部の状況に依存することなく行われ、回収通
路部にて遊技球が待機する可能性が低減される。そして、これに伴って遊技球の発射が禁
止される可能性が低減される。つまり、本構成によれば、回収口から遊技球が溢れてしま
うことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減することができる。
【００２４】
　手段７．手段６において、前記球受け皿には、前記回収通路部の排出口（第２球入口３
４ｂ）を前記皿側通路部の排出口（第１球入口３４ａ）とは別に設けたことを特徴とする
遊技機。
【００２５】
　手段７によれば、回収通路部を通過する遊技球の経路が、皿側通路部を通過する遊技球
に対して異なるものとなる。これにより、回収通路部を介した戻り球の排出が皿側通路部
の状況に依存することなく行われ、回収通路部にて遊技球が待機する可能性が低減される
。
【００２６】
　手段８．手段７において、前記回収通路部の排出口を、前記皿側通路部の排出口に対し
て少なくとも左右方向にずらした位置に形成したことを特徴とする遊技機。
【００２７】
　手段８によれば、回収通路部の排出口が皿側通路部の排出口に対して少なくとも左右方
向にずらした位置に形成されていることにより、皿側通路部を通過した遊技球と回収通路
部を通過した遊技球とが同時に球受け皿に排出される場合において、それら両遊技球が衝
突することが回避される。これら遊技球が衝突すると相互の跳ね返りにより遊技球が球受
け皿の外方に飛び出してしまうおそれがあるが、上記のとおり両遊技球の衝突が回避され
ることでかかる飛び出しのおそれが低減される。
【００２８】
　手段９．手段８において、前記回収通路部の下流側を前記皿側通路部の下流側に対して
横方向に延長させることで、前記回収通路部の排出口を前記皿側通路部の排出口に対して
少なくとも左右方向にずらした位置に形成したことを特徴とする遊技機。
【００２９】
　手段９によれば、回収通路部の排出口を皿側通路部の排出口に対して少なくとも左右方
向にずらした位置に形成するようにした構成において、回収通路部の通路長を長く確保す
ることができる。そして、かかる通路長を長く確保することで、球検知手段の検知位置を
設定する上での自由度が高まる。また、その検知位置を上流側とした場合には、検知位置
にて遊技球が待機する可能性が低減され、遊技球の発射が禁止される可能性が低減される
。つまり、回収口から遊技球が溢れてしまうことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止され
る可能性を低減することができる。
【００３０】
　手段１０．手段６において、前記球受け皿への排出口を有する合流部（合流部３６２）
を設け、前記回収通路部を通過した遊技球と前記皿側通路部を通過した遊技球とを前記合
流部にて合流させたことを特徴とする遊技機。
【００３１】
　手段１０によれば、球受け皿への排出口を有する合流部までは、回収通路部を通過する
遊技球の経路が、皿側通路部を通過する遊技球に対して異なるものとなる。これにより、
回収通路部を介した戻り球の排出が皿側通路部の状況に依存することなく行われ、回収通
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路部にて遊技球が待機する可能性が低減される。
【００３２】
　また、上記のように合流部を設けることにより、球受け皿への排出口を皿側通路部と回
収通路部とでそれぞれ別に設ける構成に比して、不正用治具などを遊技領域に向けて挿入
しづらくなる。つまり、球受け皿への排出口を皿側通路部と回収通路部とでそれぞれ別に
設けると、球受け皿における回収通路部に対応した排出口に不正用治具を挿入することで
、当該不正用治具を比較的容易に遊技領域の位置まで持っていくことが可能となる。これ
に対して、上記のように合流部を設けることで、合流部に不正用冶具を挿入したとしても
当該不正用冶具をさらに回収通路部内に挿し込む必要が生じ、回収通路部内に不正用治具
を挿入しづらくなり、結果的に不正用治具を遊技領域に向けて挿入しづらくなる。
【００３３】
　手段１１．手段６乃至１０のいずれかにおいて、前記遊技装置の下方に前記球受け皿が
配置されているとともに、前記遊技装置の後方に前記払出装置が配置されており、
　さらに、前記皿側通路部は、前記遊技装置の下方にて、少なくとも左右方向に延ばして
形成されているとともに、
　前記回収通路部は、前記遊技装置の下方にて、前記皿側通路部に沿うようにして少なく
とも左右方向に延ばして形成されていることを特徴とする遊技機。
【００３４】
　手段１１の遊技機では、遊技装置の下方に球受け皿が配置されているとともに、遊技装
置の後方に払出装置が配置されている。そして、皿側通路部は遊技装置の下方にて少なく
とも左右方向に延びるよう形成されているため、当該皿側通路部の通路長を長く確保する
ことが可能となり、遊技者の持ち球の貯留容量を極力大きくすることが可能となる。
【００３５】
　かかる構成において、回収通路部は皿側通路部に沿うようにして少なくとも左右方向に
延ばして形成されているため、当該回収通路部の通路長も長く確保することが可能となる
。そして、かかる通路長を長く確保することで、球検知手段の検知位置を設定する上での
自由度が高まる。また、その検知位置を上流側とした場合には、検知位置にて遊技球が待
機する可能性が低減され、遊技球の発射が禁止される可能性が低減される。つまり、回収
口から遊技球が溢れてしまうことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減
することができる。
【００３６】
　なお、「前記皿側通路部に沿うようにして」には、回収側通路部が皿側通路部に対して
平行となるように形成された構成だけでなく、回収側通路部が皿側通路部に対して概ね同
一方向に形成されている構成も含まれ、例えば、左右方向については皿側通路部と概ね同
一方向に向かっているものの前後方向については迂回させて回収側通路部が形成されてい
る構成も含まれる。
【００３７】
　手段１２．手段１１において、前記回収通路部を前記皿側通路部に対して上下方向に並
設するとともに、
　前記回収通路部が占める遊技機前後方向の領域を、前記皿側通路部が占める遊技機前後
方向の領域に対して上下方向に重ならせたことを特徴とする遊技機。
【００３８】
　手段１２によれば、遊技機において皿側通路部及び回収通路部の両通路部が占める領域
の縮小化が図られる。これにより、皿側通路部と回収通路部とを設けた構成において、遊
技機の設計の自由度が高められる。
【００３９】
　手段１３．手段６乃至１２のいずれかにおいて、前記皿側通路部は前記回収口の下方を
通るようにして形成されており、
　さらに、前記皿側通路部を通過する遊技球を検知する満杯検知手段（満杯検知センサ２
８０）と、当該満杯検知手段の検知結果に基づいて前記払出装置による遊技球の払い出し
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を制限する払出制限手段（主制御装置１６２、払出制御装置２４２）とを備えており、
　前記満杯検知手段を、前記皿側通路部における前記回収口の下方領域よりも上流側にて
遊技球を検知するよう設けたことを特徴とする遊技機。
【００４０】
　手段１３によれば、満杯検知手段が設けられており、満杯検知手段の検知結果に基づい
て払出装置による遊技球の払い出しが制限される。当該構成において、満杯検知手段は皿
側通路部における回収口の下方領域よりも上流側にて遊技球を検知するよう設けられてい
る。当該構成においては、球受け皿が満杯状態となったとしても、少なくとも皿側通路部
における回収口の下方領域及びその下流側にて遊技球が連なり、上記下方領域の上流側に
て遊技球が待機しない限り、遊技球の払い出しの制限が実行されない。したがって、少な
くとも回収口の下方領域及びその下流側が遊技球の待機領域となり、回収口の下方領域や
それよりも下流側にて遊技球を検知するように満杯検知手段を設ける構成に比して、遊技
者の持ち球の貯留容量を極力大きくすることができる。
【００４１】
　また、上記のように回収口の下方領域よりも上流側にて遊技球を検知するように満杯検
知手段を設ける構成では、球受け皿が満杯状態となると下方領域の上流側まで遊技球が連
なることがある。この場合に、回収口にて回収した遊技球を皿側通路部における下方領域
等にて合流させる構成を想定すると、回収通路部にて遊技球が待機する可能性が高まる。
これに対して、上記手段６等の構成を備え、払出装置から払い出された遊技球は皿側通路
部により球受け皿に向けて導かれるのに対して、回収口にて回収された遊技球は回収通路
部により球受け皿に向けて導かれる。これにより、回収通路部を介した戻り球の排出が皿
側通路部の状況に依存することなく行われ、回収通路部にて遊技球が待機する可能性が低
減される。そして、これに伴って遊技球の発射が禁止される可能性が低減される。つまり
、本構成によれば、遊技者の持ち球の貯留容量を極力大きくした構成において、回収口か
ら遊技球が溢れてしまうことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減する
ことができる。
【００４２】
　なお、「遊技球の払い出しを制限する」とは、遊技球の払い出しを停止する構成のみな
らず、遊技球の払出速度を極端に低下させることで、遊技球の払い出しが実質的に実行さ
れない構成も含む。
【００４３】
　手段１４．手段１乃至５のいずれかにおいて、前記遊技装置の遊技結果に基づいて遊技
球を払い出す払出装置（払出装置２２４）と、当該払出装置から払い出された遊技球を前
記球受け皿に向けて導く皿側通路部（裏パック側上皿通路部２５８、裏パック側下皿通路
部２５９、本体側上皿通路部２６２、本体側下皿通路部２６３、前扉側上皿通路部２７２
、前扉側下皿通路部２７３）とを備えており、
　前記回収通路部を、前記皿側通路部の途中位置にて合流するよう形成し、
　前記球検知手段を前記回収通路部の途中位置にて当該回収通路部を流下する遊技球を検
知するように設けたことを特徴とする遊技機。
【００４４】
　手段１４によれば、回収通路部が皿側通路部の途中位置にて合流するように形成されて
いることにより、皿側通路部に合流させずに回収通路部を設ける構成に比して、不正用治
具などを遊技領域に挿入しづらくなる。つまり、皿側通路部に合流させずに回収通路部を
設ける構成では、球受け皿における回収通路部に対応した排出口に不正用治具を挿入する
ことで、当該不正用治具を比較的容易に遊技領域の位置まで持っていくことが可能となる
が、上記のように回収通路部を皿側通路部の途中位置にて合流させることで、回収通路部
内に不正用治具を挿入しづらくなり、結果的に不正用治具を遊技領域に向けて挿入しづら
くなる。
【００４５】
　上記構成において、球検知手段が回収通路部の途中位置にて当該回収通路部を流下する
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遊技球を検知するように設けられているため、上記のように回収通路部を皿側通路部の途
中位置にて合流させた構成において、皿側通路部を流下する遊技球までも球検知手段にて
検知しないようにすることができる。よって、皿側通路部にて遊技球が待機しただけであ
って回収口から遊技球が溢れる可能性がない場合において遊技球の発射が禁止されないよ
うにすることができる。
【００４６】
　手段１５．手段１乃至１４のいずれかにおいて、前記遊技装置が搭載されるベース体（
本体枠１３）と、
　当該ベース体の前側に設けられ、前記遊技装置における遊技を視認可能とする窓パネル
部（窓部２１、ガラス２２）と、
　前記ベース体に対して前方に回動可能に設けられ、前記窓パネル部及び前記球受け皿を
有する遊技機前面体（前扉枠１４）とを備え、
　当該遊技機前面体に前記回収通路部を設けたことを特徴とする遊技機。
【００４７】
　手段１５によれば、遊技機前面体に窓パネル部と球受け皿とが設けられている。これに
より、遊技機前面において窓パネル部と球受け皿との間に境界が生じることはなく、従来
の遊技機のような当該境界を利用した不正行為を阻止することが可能となる。また、当該
構成によれば、遊技機のデザイン上、好適なものとなる。
【００４８】
　この場合に、回収通路部は遊技機前面体に設けられている。これにより、上記のように
窓パネル部と球受け皿とを遊技機前面体に設けた構成において、回収通路部にて遊技球が
待機している状況で遊技機前面体を開放する必要が生じたとしても、その開放操作に際し
て回収通路部にて待機された遊技球が遊技機外部へ流出してしまうことが抑制される。よ
って、遊技機前面体の開放操作を良好に行うことができる。
【００４９】
　手段１６．手段１５において、前記遊技装置の遊技結果に基づいて遊技球を払い出す払
出装置（払出装置２２４）と、当該払出装置から払い出された遊技球を前記球受け皿に向
けて導く皿側通路部（裏パック側上皿通路部２５８、裏パック側下皿通路部２５９、本体
側上皿通路部２６２、本体側下皿通路部２６３、前扉側上皿通路部２７２、前扉側下皿通
路部２７３）とを備えており、
　当該皿側通路部は、前記遊技機前面体に設けられ入口部（内側開口部２７８、外側開口
部２７９）にて受けた遊技球を前記球受け皿へ導く第１通路部（前扉側上皿通路部２７２
、前扉側下皿通路部２７３）と、当該第１通路部よりも上流側を構成し前記入口部に遊技
球を導く第２通路部（裏パック側上皿通路部２５８、裏パック側下皿通路部２５９、本体
側上皿通路部２６２、本体側下皿通路部２６３）とを備えており、
　前記遊技機前面体が開放された場合に前記第２通路部の遊技球の通過を阻止する通過阻
止手段（シャッター部材２９３）を設け、
　さらに、前記入口部を上方に開放させて形成し、
　前記遊技機前面体には、前記第１通路部の入口部よりも低い位置にて当該入口部側から
前記回収口に向けて延び、前記遊技機前面体の開放に際して前記入口部から零れた遊技球
を受けるとともに、その受けた遊技球を前記回収口に導く球受け通路（球受け通路２８９
）を設けたことを特徴とする遊技機。
【００５０】
　手段１６によれば、皿側通路部は第１通路部と第２通路部とを有しており、さらに第２
通路部に対して通過阻止手段が設けられていることにより、上記のように窓パネル部と球
受け皿とを遊技機前面体に設けた構成において球受け皿が満杯状態である場合に遊技機前
面体を開放する必要が生じたとしても、その開放操作に際して球受け皿に貯留された遊技
球や球受け皿に向けて待機された遊技球が遊技機外部へ流出してしまうことが抑制される
。よって、遊技機前面体の開放操作を良好に行うことができる。
【００５１】
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　上記構成において、第１通路部の入口部が上方に開放されているので、遊技機前面体を
開放した際に第１通路部内にある遊技球が零れにくくなる。また、球受け通路が設けられ
ていることにより、遊技機前面体の開閉に伴う振動等により第１通路部の入口部にある遊
技球がそこから零れてしまったとしても、その零れた遊技球を受けることが可能となる。
そして、球受け通路は受けた遊技球を回収口に導く構成であるため、受けた零れ球は回収
通路部を介して球受け皿に排出される。よって、球受け通路にて受けた零れ球を遊技者に
返還することが可能である。
【００５２】
　手段１７．手段１乃至１６のいずれかにおいて、前記球受け皿は、貯留している遊技球
を前記遊技球発射装置に向けて導く上皿（上皿３３）と、当該上皿にて余剰となった遊技
球を貯留する下皿（下皿３４）とを備え、
　前記通路部を通過した遊技球は前記下皿に排出されることを特徴とする遊技機。
【００５３】
　球受け皿として上皿と下皿とを備えた遊技機に対して、本発明を適用することも可能で
ある。
【００５４】
　手段１８．遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技装置（遊技盤８１）と、
　遊技球を貯留する球受け皿（上皿３３、下皿３４）と、
　発射操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射装置（ソレノイド１１１）と、
　当該遊技球発射装置から発射された遊技球を前記遊技領域に向けて誘導する誘導部（内
，外レール部１０１，１０２）と、
　前記遊技球発射装置よりも遊技球の発射方向側であって前記誘導部を逆流してくる遊技
球を回収可能な位置に回収口（開放部２８１ａ）を有し、その回収した遊技球を前記球受
け皿に向けて導く回収通路部（戻り球通路部２９９）と、
　当該回収通路部を通過する遊技球を検知する球検知手段（戻り球検知センサ３００）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【００５５】
　手段１８の遊技機では、発射操作に基づいて発射される遊技球は、遊技領域に誘導され
当該遊技領域を流下する。また、発射された遊技球の中には、遊技領域に到達することな
く誘導部を逆流してくるものがある（以下、この遊技球を戻り球ともいう）。この戻り球
は回収通路部にて回収され、最終的に球受け皿に排出される。
【００５６】
　当該構成において、回収通路部を通過する遊技球を検知する球検知手段が設けられてい
る。これにより、回収口から遊技球が溢れる可能性がある場合には、それを把握すること
が可能となる。そして、かかる把握を可能とすることで、回収口から遊技球が溢れる可能
性がある場合には、それに対して何らかの対処を行うことが可能となり、結果的に回収口
から遊技球が溢れてしまうことを抑制することが可能となる。
【００５７】
　なお、「回収通路部」には、戻り球を球受け皿に直接導く通路部が含まれるとともに、
払出装置から払い出された遊技球を球受け皿に排出する皿側通路部を備えた構成において
は当該皿側通路部に合流することとなる通路部も含まれる。
【００５８】
　手段１９．手段１８において、前記球検知手段の検知結果に基づいて特定処理を実行す
る特定処理実行手段（主制御装置１６２）を備えたことを特徴とする遊技機。
【００５９】
　手段１９によれば、回収口から遊技球が溢れる可能性がある場合には、特定処理が実行
される。かかる特定処理を行うことで、回収口から遊技球が溢れる可能性がある場合には
それに対して何らかの対処を行うことが可能となり、結果的に回収口から遊技球が溢れて
しまうことを抑制することが可能となる。
【００６０】
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　手段２０．手段１９において、遊技状況を報知する報知手段（スピーカ部２６）を備え
ており、
　前記特定処理実行手段は、前記特定処理として、特定報知を実行するよう前記報知手段
を制御することを特徴とする遊技機。
【００６１】
　手段２０によれば、回収口から遊技球が溢れる可能性がある場合には、特定報知が実行
される。かかる特定報知を行うことで、回収口から遊技球が溢れないように何らかの対処
をするよう遊技者に促すことが可能となり、結果的に回収口から遊技球が溢れてしまうこ
とを抑制することができる。
【００６２】
　なお、前記遊技装置の遊技結果に基づいて遊技球を払い出す払出装置（払出装置２２４
）と、当該払出装置から払い出された遊技球を前記球受け皿に向けて導く皿側通路部（裏
パック側上皿通路部２５８、裏パック側下皿通路部２５９、本体側上皿通路部２６２、本
体側下皿通路部２６３、前扉側上皿通路部２７２、前扉側下皿通路部２７３）と、前記皿
側通路部を通過する遊技球を検知する満杯検知手段（満杯検知センサ２８０）とを備えた
構成においては、前記特定処理実行手段は、前記球検知手段の検知結果に基づいて、第１
報知を実行するよう前記報知手段を制御する第１特定処理を実行し、前記満杯検知手段の
検知結果に基づいて、前記第１報知とは態様が異なる第２報知を実行するよう前記報知手
段を制御する第２特定処理を実行する構成としてもよい。この場合、回収通路部と皿側通
路部とのいずれに遊技球が待機しているかを遊技者に報知することができ、それぞれに対
して適切に対処させることができる。
【００６３】
　手段２１．遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技装置（遊技盤８１）と、
　発射操作に基づいて遊技球を発射する遊技球発射装置（ソレノイド１１１）と、
　当該遊技球発射装置から発射された遊技球を前記遊技領域に向けて誘導する誘導部（内
，外レール部１０１，１０２）と、
　前記遊技装置の遊技結果に基づいて遊技球を払い出す払出装置（払出装置２２４）と、
　当該払出装置から払い出された遊技球を貯留する球受け皿（上皿３３、下皿３４）と、
　前記払出装置から払い出された遊技球を前記球受け皿に向けて導く払出側通路部（裏パ
ック側上皿通路部２５８、裏パック側下皿通路部２５９、本体側上皿通路部２６２、本体
側下皿通路部２６３、前扉側上皿通路部２７２、前扉側下皿通路部２７３）と、
　当該払出側通路部を通過する遊技球を検知する満杯検知手段（満杯検知センサ２８０）
と、
　前記遊技球発射装置よりも遊技球の発射方向側であって前記誘導部を逆流してくる遊技
球を回収可能な位置に回収口（開放部２８１ａ）を有し、その回収した遊技球を前記球受
け皿に向けて導く回収側通路部（戻り球通路部２９９）と、
　当該回収側通路部を通過する遊技球を検知する回収球検知手段（戻り球検知センサ３０
０）と、
　前記満杯検知手段の検知結果に基づいて前記払出装置による遊技球の払い出しを制限す
るとともに、前記回収球検知手段の検知結果に基づいて前記払出装置による遊技球の払い
出しを制限する払出制限手段と
を備えたことを特徴とする遊技機。
【００６４】
　手段２１の遊技機では、発射操作に基づいて発射された遊技球は、遊技領域に誘導され
当該遊技領域を流下する。そして、その遊技結果に基づいて払出装置から遊技球が払い出
され、その払い出された遊技球は球受け皿に排出される。また、発射された遊技球の中に
は、遊技領域の上部に到達することなく誘導部を逆流してくるものがある。この逆流して
くる遊技球は回収側通路部にて回収され、最終的に球受け皿に排出される。
【００６５】
　上記構成において満杯検知手段が設けられており、満杯検知手段の検知結果に基づいて
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払出装置による遊技球の払い出しが制限される。また、回収球検知手段が設けられており
、回収球検知手段の検知結果に基づいて払出装置による遊技球の払い出しが制限される。
これにより、球受け皿が満杯状態となったとしても、その後継続して遊技球の払い出しが
行われた場合にはその遊技球の払い出しが停止されるとともに、多数の戻り球が生じたと
しても遊技球の払い出しが停止される。特に、回収球検知手段の検知結果に基づいて払出
装置による遊技球の払い出しを制限することで、回収側通路部にて遊技球が待機した場合
には遊技球の払い出しが制限され、球受け皿における満杯状態を解除し易くなり、結果的
に回収側通路部にて遊技球が待機した状態を解除し易くなる。そして、これに伴って、回
収口から遊技球が溢れてしまうことを抑制することが可能となる。
【００６６】
　ここで、以上の各手段１乃至２１のいずれかに対して、以下の各手段を適用してもよい
。
【００６７】
　手段２２．遊技が実行される遊技装置（遊技盤８１）を有するベース体（本体枠１３）
と、
　当該ベース体の前側に設けられ、前記遊技装置における遊技を視認可能とする窓パネル
部（窓部２１、ガラス２２）と、
　前記ベース体の後側に設けられ、前記遊技装置における遊技結果に基づいて遊技球を払
い出す払出装置（払出装置２２４）と、
　前記窓パネル部の下方に設けられ、前記払出装置から払い出された遊技球を貯留する球
受け皿（上皿３３、下皿３４）と、
　前記ベース体に対して前方に回動可能に設けられ、前記窓パネル部及び前記球受け皿を
有する遊技機前面体（前扉枠１４）と、
　当該遊技機前面体に設けられ入口部（内側開口部２７８、外側開口部２７９）にて受け
た遊技球を前記球受け皿へ導く第１通路部（前扉側上皿通路部２７２、前扉側下皿通路部
２７３）、及び当該第１通路部よりも上流側を構成し前記入口部に遊技球を導く第２通路
部（裏パック側上皿通路部２５８、裏パック側下皿通路部２５９、本体側上皿通路部２６
２、本体側下皿通路部２６３）を有し、前記払出装置から払い出された遊技球を前記球受
け皿に導く受け皿通路（裏パック側上皿通路部２５８、本体側上皿通路部２６２、及び前
扉側上皿通路部２７２からなる上皿通路、裏パック側下皿通路部２５９、本体側下皿通路
部２６３、及び前扉側下皿通路部２７３からなる下皿通路）と、
　前記遊技機前面体が開放された場合に前記第２通路部の遊技球の通過を阻止する通過阻
止手段（シャッター部材２９３）とを備え、
　前記入口部の位置が前記ベース体の背面よりも前側となるように前記第１通路部を形成
するとともに、前記ベース体の後側から当該ベース体の背面よりも前側まで延ばして前記
第２通路部を形成したことを特徴とする遊技機。
【００６８】
　手段２２によれば、遊技機前面体に窓パネル部と球受け皿とが設けられている。これに
より、遊技機前面部において窓パネル部と球受け皿との間に境界が生じることはなく、従
来の遊技機のような当該境界を利用した不正行為を抑制することができる。また、当該構
成によれば、遊技機のデザイン上、好適なものとなる。
【００６９】
　この場合に、払出装置から払い出された遊技球を球受け皿に導く受け皿通路は、遊技機
前面体に設けられ入口部にて受けた遊技球を球受け皿へ導く第１通路部と、第１通路部よ
りも上流側を構成し入口部に遊技球を導く第２通路部とを有する。また、遊技機前面体が
開放された場合に第２通路部の遊技球の通過を阻止する通過阻止手段が設けられている。
これにより、上記のように窓パネル部と球受け皿とを遊技機前面体に設けた構成において
、球受け皿が満杯状態である場合に遊技機前面体を開放する必要が生じたとしても、その
開放操作に際して球受け皿に貯留された遊技球や球受け皿に向けて待機された遊技球が遊
技機外部へ流出してしまうことが抑制される。よって、遊技機前面体の開放操作を良好に
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行うことができる。
【００７０】
　また、本構成においては、入口部の位置がベース体の背面よりも前側となるように第１
通路部が形成されており、さらにベース体の後側から当該ベース体の背面よりも前側まで
延ばして第２通路部が形成されている。これにより、第１通路部をベース体の後側まで延
ばして形成する構成に比べ第１通路部の後方への突出量が抑えられ、第１通路部を極力コ
ンパクトなものとすることが可能となる。よって、遊技機前面体の開放操作を良好に行う
ことができる。
【００７１】
　手段２３．手段２２において、前記ベース体は、前記第１通路部を形成する第１通路形
成体（前扉側通路ユニット２７１）の後側と対峙する位置に、当該第１通路形成体の後側
をカバーするカバー部（収容凹部２９２ｂ）を有することを特徴とする遊技機。
【００７２】
　手段２３によれば、ベース体には第１通路形成体の後側にカバー部が形成されているの
で、第１通路形成体がベース体を前後方向に貫通していない。第１通路形成体がベース体
を前後方向に貫通する構成を想定すると、遊技機前面体の開放操作における第１通路形成
体の回動範囲を確保できる大きさの貫通孔等がベース体に形成されるため、ベース体の強
度低下を招くおそれがある。これに対して、ベース体にカバー部が設けられており第１通
路形成体がベース体を前後方向に貫通していないため、上記不都合の発生を抑制すること
ができる。
【００７３】
　なお、「第１通路形成体の後側をカバーする」構成には、第１通路形成体の後側に貫通
孔が全く存在しない構成だけでなく、第１通路形成体を貫通させない程度の貫通孔が存在
する構成も含まれる。
【００７４】
　手段２４．手段２２又は２３において、前記第１通路部の前記入口部を、上方に開放さ
せて形成するとともに、
　前記第２通路部の出口部（球出口２６２ａ，２６３ａ）を、前記遊技機前面体を閉鎖し
た状態において前記入口部と上下に対向するように下方に開放させて形成したことを特徴
とする遊技機。
【００７５】
　手段２４によれば、第１通路部と第２通路部との境界部分においては遊技球が上下方向
に流れる。この場合に、第１通路部の入口部が上方に開放されているので、遊技機前面体
を開放した場合に第１通路部内にある遊技球が零れにくくなり、遊技機前面体の開放操作
を良好に行うことができる。
【００７６】
　手段２５．手段２２乃至２４のいずれかにおいて、前記通過阻止手段は、前記第２通路
部の出口部（球出口２６２ａ，２６３ａ）に対して出没するシャッター部材（シャッター
部材２９３）であることを特徴とする遊技機。
【００７７】
　手段２５によれば、第２通路部の出口部に対してシャッター部材が出没するため、遊技
機前面体が開放される場合には第２通路部の最下流部にて遊技球の通過が阻止される。よ
って、遊技機前面体の開放に際して第２通路部側から遊技球が零れてしまうことを抑制す
ることができる。
【００７８】
　手段２６．手段２５において、前記第１通路部の前記入口部を、上方に開放させて形成
するとともに、前記第２通路部の出口部（球出口２６２ａ，２６３ａ）を、前記遊技機前
面体を閉鎖した状態において前記入口部と上下に対向するように下方に開放させて形成し
、
　前記第２通路部は、前記出口部付近において当該出口部に向けて下り傾斜となった傾斜
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部（底部２５８ａ，２５９ａ，２６２ｂ，２６３ｂ）を有することを特徴とする遊技機。
【００７９】
　手段２６によれば、第１通路部と第２通路部との境界部分においては遊技球が上下方向
に流れる。この場合に、第１通路部の入口部が上方に開放されているので、遊技機前面体
を開放した場合に第１通路部内にある遊技球が零れにくくなり、遊技機前面体の開放操作
を良好に行うことができる。
【００８０】
　また、第２通路部においてその出口部付近に待機する遊技球はその負荷の少なくとも一
部が傾斜部の底部にて受けられる。よって、シャッター部材にかかる負荷を低減すること
が可能となり、シャッター部材の開閉操作の円滑化を図ることができる。
【００８１】
　手段２７．手段２５又は２６において、前記シャッター部材は、前記第１通路部を形成
する第１通路形成体に設けられた押出し部（受口部２７５）に押されることで前記第２通
路部の遊技球の通過阻止を解除し、
　さらに、前記第２通路部の遊技球の通過を阻止する方向に前記シャッター部材を付勢す
る付勢手段（コイルバネ２９４）を設けたことを特徴とする遊技機。
【００８２】
　手段２７によれば、シャッター部材は第１通路形成体の押出し部に後方に押されること
で第２通路部の遊技球の通過を可能とし、遊技機前面体が開放された場合には付勢手段の
付勢力により第２通路部の出口部に対して突出し第２通路部の遊技球の通過を阻止する。
かかる構成とすることにより、第１通路形成体とシャッター部材との間にリンク機構を設
ける構成や、シャッター部材の駆動手段を設ける構成に比べ、構成の簡素化を図ることが
できる。また、第１通路形成体の押出し部によりシャッター部材を直接押すため、遊技機
前面体の開閉に対するシャッター部材の連動を良好なものとすることができる。
【００８３】
　手段２８．手段２７において、前記押出し部は、前記入口部を有することを特徴とする
遊技機。
【００８４】
　手段２８によれば、押出し部は第１通路部の入口部を形成する機能と、シャッター部材
を押出す機能とを併せ持つこととなる。これにより、それぞれの機能を別体で設ける構成
に比べ、構成の簡素化を図ることができる。
【００８５】
　手段２９．手段２７又は２８において、前記第１通路部の前記入口部を、上方に開放さ
せて形成するとともに、前記第２通路部の出口部（球出口２６２ａ，２６３ａ）を、前記
遊技機前面体を閉鎖した状態において前記入口部と上下に対向するように下方に開放させ
て形成し、
　前記シャッター部材は、前記押出し部と当接する当接部と、前記出口部を遊技球の通過
が不可となるよう塞ぐ阻止部（上端部２９８）とを有し、
　前記遊技機前面体が開放される場合、前記阻止部が前記入口部と前後に並んだ状態で遊
技球の通過を阻止する阻止位置に移動するよう構成したことを特徴とする遊技機。
【００８６】
　手段２９によれば、遊技機前面体が開放される場合、阻止部が入口部と前後に並んだ状
態で阻止位置に移動するため、第２通路部の出口部に対して第１通路部の入口部が離れる
のに合わせて第２通路部の遊技球の通過を阻止することができる。よって、遊技機前面体
の開放に際して第２通路部から遊技球が零れてしまうことを抑制することができる。
【００８７】
　手段３０．手段２９において、前記球受け皿として、前記払出装置から払い出された遊
技球を貯留する上皿（上皿３３）と、当該上皿にて余剰となった遊技球を貯留する下皿（
下皿３４）とを備えるとともに、
　前記第１通路形成体は、上皿用入口部（内側開口部２７８）を有し当該上皿用入口部に
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て受けた遊技球を前記上皿へ導く上皿用第１通路部（前扉側上皿通路部２７２）と、下皿
用入口部（外側開口部２７９）を有し当該下皿用入口部にて受けた遊技球を前記下皿へ導
く下皿用第１通路部（前扉側下皿通路部２７３）とを備え、
　前記第２通路部を形成する第２通路形成体（裏パック側通路ユニット２５７、本体側通
路ユニット２６１）は、前記上皿用入口部に遊技球を導く上皿用第２通路部（裏パック側
上皿通路部２５８、本体側上皿通路部２６２）と、前記下皿用入口部に遊技球を導く下皿
用第２通路部（裏パック側下皿通路部２５９、本体側下皿通路部２６３）とを別々に備え
るとともに、前記上皿が満杯状態となり前記上皿用第２通路部の最上流部まで遊技球が待
機した場合に前記払出装置から払い出された遊技球を前記下皿用第２通路部に振り分ける
球振分部（遊技球振分部２５２）を前記ベース体よりも後側に備えたことを特徴とする遊
技機。
【００８８】
　手段３０の遊技機では、上皿と下皿とが設けられており、上皿が満杯状態となった場合
にはその余剰球が下皿に排出される。この場合に、入口部の位置がベース体の背面よりも
前側となるようにした構成において、球振分部はベース体の後側に設けられている。これ
により、第１通路形成体を極力コンパクトなものとした構成において、上皿に対する球振
分部の距離を極力大きく確保することができる。上皿と球振分部との間にある上皿用第１
通路部及び上皿用第２通路部は、上皿に払い出される遊技球の待機通路を構成するもので
あり、これらの通路長を極力大きく確保することで上皿における遊技球の貯留容量を実質
的に大きく確保することができる。
【００８９】
　なお、「ベース体よりも後側」とは、ベース体よりも遊技機後方のことをいう。
【００９０】
　手段３１．手段２２乃至２９のいずれかにおいて、前記遊技機前面体が開放されたこと
を検知する開放検知手段（前扉開放スイッチ７８）と、当該開放検知手段の検知結果に基
づいて前記遊技機前面体が開放されたか否かを判定する開放判定手段（主制御装置１６２
におけるステップＳ１２の処理）と、開放判定手段により前記遊技機前面体が開放された
と判定された場合に前記払出装置による遊技球の払い出しを制限する払出制限手段（主制
御装置１６２におけるステップＳ１４の処理、払出制御装置２４２）とを備えたことを特
徴とする遊技機。
【００９１】
　手段３１によれば、遊技機前面体が開放された場合には、払出装置による遊技球の払い
出しが制限される。これにより、遊技機前面体が開放されたにも関わらず遊技球の払い出
しが継続されることが抑制される。
【００９２】
　手段３２．手段２２乃至３１のいずれかにおいて、前記第１通路部の前記入口部を、上
方に開放させて形成するとともに、前記第２通路部の出口部（球出口２６２ａ，２６３ａ
）を、前記遊技機前面体を閉鎖した状態において前記入口部と上下に対向するように下方
に開放させて形成し、
　前記入口部と前記出口部とを上下方向に離間させたことを特徴とする遊技機。
【００９３】
　手段３２によれば、第１通路部と第２通路部との境界部分においては遊技球が上下方向
に流れる。この場合に、第１通路部の入口部が上方に開放されているので、遊技機前面体
を開放した際に第１通路部内にある遊技球が零れにくくなり、遊技機前面体の開放操作を
良好に行うことができる。
【００９４】
　但し、遊技機前面体の開放に際して第１通路部と第２通路部との境界部分に遊技球があ
ると、その遊技球が第２通路部の通路壁に当たり遊技機前面体の開放が阻害されるおそれ
がある。これに対して、第１通路部の入口部と第２通路部の出口部とが上下方向に離間さ
れているので、遊技機前面体の開放に際して第１通路部の入口部から上方に突出した遊技
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球があったとしてもその遊技球が第２通路部の通路壁に当たりづらくなる。よって、遊技
機前面体の開放を良好に行うことができる。
【００９５】
　なお、遊技機前面体を閉鎖した状態において第２通路部から第１通路部への遊技球の導
入を確実に行うべく、第１通路部の入口部と第２通路部の出口部との間の距離は遊技球１
個分未満とするのが好ましい。
【００９６】
　手段３３．手段２２乃至３２のいずれかにおいて、前記第１通路部の前記入口部を、上
方に開放させて形成するとともに、前記第２通路部の出口部（球出口２６２ａ，２６３ａ
）を、前記遊技機前面体を閉鎖した状態において前記入口部と上下に対向するように下方
に開放させて形成し、
　前記遊技機前面体の開放に際して前記入口部と前記出口部との境界部分に遊技球がある
場合、前記第２通路部の通路壁の下方を通って前記入口部とともに前方に移動するよう前
記境界部分にある遊技球を案内する案内構造を有することを特徴とする遊技機。
【００９７】
　手段３３によれば、第１通路部と第２通路部との境界部分においては遊技球が上下方向
に流れる。この場合に、第１通路部の入口部が上方に開放されているので、遊技機前面体
を開放した際に第１通路部内にある遊技球が零れにくくなり、遊技機前面体の開放操作を
良好に行うことができる。
【００９８】
　但し、遊技機前面体の開放に際して第１通路部と第２通路部との境界部分に遊技球があ
ると、その遊技球が第２通路部の通路壁に当たり遊技機前面体の開放が阻害されるおそれ
がある。これに対して、案内構造を有することにより境界部分にある遊技球が第２通路部
の通路壁の下方を通って入口部とともに前方に移動するよう案内されるため、上記不都合
の発生が抑制され、遊技機前面体の開放を良好に行うことができる。
【００９９】
　手段３４．手段３３において、前記案内構造として、前記第１通路部を形成する第１通
路形成体（前扉側通路ユニット２７１）に、前記遊技機前面体を開放させる場合に前記境
界部分にある遊技球をその位置よりも下方に退避させる球退避部（外側開口部２７９、球
退避部２９０）を設けたことを特徴とする遊技機。
【０１００】
　手段３４によれば、球退避部が設けられているので、遊技機前面体の開放に際して第１
通路部と第２通路部との境界部分に遊技球があったとしてもその遊技球がその位置よりも
下方に退避され、その遊技球が第２通路部の通路壁に当たりづらくなる。よって、遊技機
前面体の開放を良好に行うことができる。
【０１０１】
　手段３５．手段３４において、前記退避した遊技球が前記第１通路部内に導かれるよう
に当該球退避部を形成したことを特徴とする遊技機。
【０１０２】
　手段３５によれば、第１通路部と第２通路部との境界部分にある遊技球が第２通路部の
通路壁に当たりづらくなるだけでなく、その遊技球が第１通路部内に導出される。
【０１０３】
　手段３６．手段３４又は３５において、前記球受け皿として、前記払出装置から払い出
された遊技球を貯留する上皿（上皿３３）と当該上皿にて余剰となった遊技球を貯留する
下皿（下皿３４）とを備え、
　前記第１通路形成体は、上皿用入口部を有し当該上皿用入口部にて受けた遊技球を前記
上皿へ導く上皿用第１通路部（前扉側上皿通路２７２）と、下皿用入口部を有し当該下皿
用入口部にて受けた遊技球を前記下皿へ導く下皿用第１通路部（前扉側下皿通路２７３）
とを備えるとともに、上方に開放され仕切壁（仕切壁２７７）により仕切られて前記上皿
用入口部及び前記下皿用入口部が形成された受口部（受口部２７５）を備え、
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　前記第２通路部を形成する第２通路形成体（裏パック側通路ユニット２５７、本体側通
路ユニット２６１）には、その内部を仕切用通路壁（仕切用通路壁２６４）により仕切る
ことで、前記上皿用入口部に遊技球を導く上皿用第２通路部（裏パック側上皿通路部２５
８、本体側上皿通路部２６２）と、前記下皿用入口部に遊技球を導く下皿用第２通路部（
裏パック側下皿通路部２５９、本体側下皿通路部２６３）とを形成し、
　さらに、前記下皿用入口部が前記上皿用入口部に対して前記遊技機前面体の回動基端側
となるように前記受口部を形成し、
　前記下皿用入口部を前記球退避部とすべく、前記遊技機前面体の開閉に際して前記上皿
用第２通路部の出口部の下方を前記下皿用入口部が通過するように前記遊技機前面体の回
動軸（回動軸２８２）を設定するとともに、
　前記仕切壁をその上縁が前記受口部の上縁に対して下方となるように形成することによ
り、又は前記仕切壁の上縁の一部を下方に凹ませることにより、前記遊技機前面体の開放
に際して前記上皿用入口部側から前記下皿用入口部側への遊技球の移動を許容する移動許
容部（凹部２８３）を設けたことを特徴とする遊技機。
【０１０４】
　手段３６の遊技機では、上皿と下皿とが設けられており、上皿が満杯状態となった場合
にはその余剰球が下皿に排出される。また、上皿と下皿とを備えた遊技機においては上皿
が満杯状態となった後に下皿が満杯状態となるため、遊技機前面体の開放に際しては上皿
のみが満杯状態である場合が多くあると考えられる。
【０１０５】
　この場合に、下皿用入口部が上皿用入口部に対して遊技機前面体の回動基端側となるよ
うに受口部が形成されている。また、遊技機前面体の開閉に際して上皿用第２通路部の出
口部の下方を下皿用入口部が通過するように遊技機前面体の回動軸が設定されている。さ
らに、仕切壁には遊技機前面体の開放に際して上皿用入口部側から下皿用入口部側への遊
技球の移動を許容する移動許容部が設けられている。これにより、下皿用入口部が球退避
部として機能し、遊技機前面体の開放に際して上皿用第１通路部と上皿用第２通路部との
境界部分に遊技球があったとしてもその遊技球が下皿用入口部に退避され、その遊技球が
第２通路部の通路壁に当たりづらくなる。よって、遊技機前面体の開放を良好に行うこと
ができる。
【０１０６】
　また、本構成によれば、下皿用入口部が球退避部としての機能を兼用することとなるた
め、構成の簡素化を図ることができ、さらには退避した遊技球は自ずと下皿に排出される
こととなる。
【０１０７】
　手段３７．手段３６において、前記遊技機前面体を閉鎖した状態では前記移動許容部と
前記仕切用通路壁との間の距離を遊技球１個分未満としたことを特徴とする遊技機。
【０１０８】
　手段３７によれば、受口部の仕切壁に移動許容部を形成した構成において、遊技機前面
体を閉鎖した状態では移動許容部と仕切用通路壁との間の距離を遊技球１個分未満とした
ので、上皿用第２通路部を通過した遊技球は上皿用第１通路部に確実に導かれ、下皿用第
２通路部を通過した遊技球は下皿用第１通路部に確実に導かれる。
【０１０９】
　手段３８．手段３４又は３５において、前記球退避部を前記第１通路部の前記入口部に
対して前記遊技機前面体の回動基端側となるように形成するとともに、
　前記遊技機前面体の開閉に際して前記第２通路部の出口部の下方を前記球退避部が通過
するように前記遊技機前面体の回動軸を設定したことを特徴とする遊技機。
【０１１０】
　手段３８によれば、球退避部が第１通路部の入口部に対して遊技機前面体の回動基端側
となるように形成されており、さらに遊技機前面体の開閉に際して第２通路部の出口部の
下方を球退避部が通過するように遊技機前面体の回動軸が設定されているので、第１通路
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部と第２通路部との境界部分に遊技球があったとしてもその遊技球は遊技機前面体の開放
に際して球退避部に退避される。
【０１１１】
　手段３９．手段２２乃至３２のいずれかにおいて、前記第１通路部の前記入口部を、上
方に開放させて形成するとともに、前記第２通路部の出口部（球出口２６２ａ，２６３ａ
）を、前記遊技機前面体を閉鎖した状態において前記入口部と上下に対向するように下方
に開放させて形成し、
　前記第１通路部を形成する第１通路形成体（前扉側通路ユニット２７１）には前記入口
部に対して前記遊技機前面体の回動基端側となる位置に、上方に開放させて形成され前記
入口部に対して連通された球退避部（球退避部２９０）を設けるとともに、
　前記遊技機前面体の開閉に際して前記第２通路部の出口部の下方を前記球退避部が通過
するように前記遊技機前面体の回動軸を設定したことを特徴とする遊技機。
【０１１２】
　手段３９によれば、第１通路部と第２通路部との境界部分においては遊技球が上下方向
に流れる。この場合に、第１通路部の入口部が上方に開放されているので、遊技機前面体
を開放した際に第１通路部内にある遊技球が零れにくくなり、遊技機前面体の開放操作を
良好に行うことができる。
【０１１３】
　但し、遊技機前面体の開放に際して第１通路部と第２通路部との境界部分に遊技球があ
ると、その遊技球が第２通路部の通路壁に当たり遊技機前面体の開放が阻害されるおそれ
がある。これに対して、第１通路部の入口部に対して遊技機前面体の回動基端側となる位
置に球退避部が形成されており、さらに遊技機前面体の開閉に際して第２通路部の出口部
の下方を球退避部が通過するように遊技機前面体の回動軸が設定されている。これにより
、遊技機前面体の開放に際して第１通路部と第２通路部との境界部分に遊技球があったと
してもその遊技球は球退避部に退避され第２通路部の通路壁に当たりづらくなる。よって
、遊技機前面体の開放を良好に行うことができる。
【０１１４】
　手段４０．手段２２乃至３２のいずれかにおいて、前記球受け皿として、前記払出装置
から払い出された遊技球を貯留する上皿（上皿３３）と当該上皿にて余剰となった遊技球
を貯留する下皿（下皿３４）とを備え、
　前記第１通路形成体は、上皿用入口部を有し当該上皿用入口部にて受けた遊技球を前記
上皿へ導く上皿用第１通路部（前扉側上皿通路２７２）と、下皿用入口部を有し当該下皿
用入口部にて受けた遊技球を前記下皿へ導く下皿用第１通路部（前扉側下皿通路２７３）
とを備えるとともに、上方に開放され仕切壁（仕切壁２７７）により仕切られて前記上皿
用入口部及び前記下皿用入口部が形成された受口部（受口部２７５）を備え、
　前記第２通路部を形成する第２通路形成体（裏パック側通路ユニット２５７、本体側通
路ユニット２６１）には、その内部を仕切用通路壁（仕切用通路壁２６４）により仕切る
ことで、前記上皿用入口部に遊技球を導く上皿用第２通路部（裏パック側上皿通路部２５
８、本体側上皿通路部２６２）と、前記下皿用入口部に遊技球を導く下皿用第２通路部（
裏パック側下皿通路部２５９、本体側下皿通路部２６３）とを形成し、
　さらに、前記下皿用入口部が前記上皿用入口部に対して前記遊技機前面体の回動基端側
となるように前記受口部を形成し、
　前記遊技機前面体の開閉に際して前記上皿用第２通路部の出口部の下方を前記下皿用入
口部が通過するように前記遊技機前面体の回動軸（回動軸２８２）を設定するとともに、
　前記仕切壁をその上縁が前記受口部の上縁に対して下方となるように形成した、又は前
記仕切壁の上縁の一部を下方に凹ませたことを特徴とする遊技機。
【０１１５】
　手段４０の遊技機では、上皿と下皿とが設けられており、上皿が満杯状態となった場合
にはその余剰球が下皿に排出される。また、上皿と下皿とを備えた遊技機においては上皿
が満杯状態となった後に下皿が満杯状態となるため、遊技機前面体の開放に際しては上皿
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のみが満杯状態である場合が多くあると考えられる。
【０１１６】
　この場合に、下皿用入口部が上皿用入口部に対して遊技機前面体の回動基端側となるよ
うに受口部が形成されている。また、遊技機前面体の開閉に際して上皿用第２通路部の出
口部の下方を下皿用入口部が通過するように遊技機前面体の回動軸が設定されている。さ
らに、受口部の仕切壁はその上縁が受口部の上縁に対して下方となるように形成されてい
る、又は仕切壁の上縁の一部が下方に凹んでいる。これにより、遊技機前面体の開放に際
して上皿用第１通路部と上皿用第２通路部との境界部分に遊技球があったとしてもその遊
技球が下皿用入口部に退避され、その遊技球が第２通路部の通路壁に当たりづらくなる。
よって、遊技機前面体の開放を良好に行うことができる。
【０１１７】
　また、本構成によれば、下皿用入口部が球退避部としての機能を兼用することとなるた
め、構成の簡素化を図ることができ、さらには退避した遊技球は自ずと下皿に排出される
こととなる。
【０１１８】
　手段４１．遊技球が流下する遊技領域が形成された遊技流域形成体（遊技盤８１）が取
り付けられる枠体（本体枠１３）と、
　当該枠体の前側に設けられ、前記遊技領域を視認可能とする窓パネル部（窓部２１、ガ
ラス２２）と、
　前記枠体の後側に設けられ、前記遊技領域における遊技結果に基づいて遊技球を払い出
す払出装置（払出装置２２４）と、
　前記窓パネル部の下方に設けられ、前記払出装置から払い出された遊技球を貯留する球
受け皿（上皿３３、下皿３４）と、
　前記枠体に対して前方に回動可能に設けられ、前記窓パネル部及び前記球受け皿を有す
る遊技機前面体（前扉枠１４）と、
　当該遊技機前面体に設けられ入口部（内側開口部２７８、外側開口部２７９）にて受け
た遊技球を前記球受け皿へ導く第１通路部（前扉側上皿通路部２７２、前扉側下皿通路部
２７３）、及び当該第１通路部よりも上流側を構成し前記入口部に遊技球を導く第２通路
部（裏パック側上皿通路部２５８、裏パック側下皿通路部２５９、本体側上皿通路部２６
２、本体側下皿通路部２６３）を有し、前記払出装置から払い出された遊技球を前記球受
け皿に導く受け皿通路（裏パック側上皿通路部２５８、本体側上皿通路部２６２、及び前
扉側上皿通路部２７２からなる上皿通路、裏パック側下皿通路部２５９、本体側下皿通路
部２６３、及び前扉側下皿通路部２７３からなる下皿通路）と、
　前記遊技機前面体が開放された場合に前記第２通路部の遊技球の通過を阻止する通過阻
止手段（シャッター部材２９３）とを備え、
　前記入口部の位置が前記枠体の背面よりも前側となるように前記第１通路部を形成する
とともに、前記枠体の後側から当該枠体の背面よりも前側まで延ばして前記第２通路部を
形成したことを特徴とする遊技機。
【０１１９】
　手段４１によれば、遊技機前面体に窓パネル部と球受け皿とが設けられている。これに
より、遊技機前面部において窓パネル部と球受け皿との間に境界が生じることはなく、従
来の遊技機のような当該境界を利用した不正行為を抑制することができる。また、当該構
成によれば、遊技機のデザイン上、好適なものとなる。
【０１２０】
　この場合に、払出装置から払い出された遊技球を球受け皿に導く受け皿通路は、遊技機
前面体に設けられ入口部にて受けた遊技球を球受け皿へ導く第１通路部と、第１通路部よ
りも上流側を構成し入口部に遊技球を導く第２通路部とを有する。また、遊技機前面体が
開放された場合に第２通路部の遊技球の通過を阻止する通過阻止手段が設けられている。
これにより、上記のように窓パネル部と球受け皿とを遊技機前面体に設けた構成において
、球受け皿が満杯状態である場合に遊技機前面体を開放する必要が生じたとしても、その
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開放操作に際して球受け皿に貯留された遊技球や球受け皿に向けて待機された遊技球が遊
技機外部へ流出してしまうことが抑制される。よって、遊技機前面体の開放操作を良好に
行うことができる。
【０１２１】
　また、本構成においては、入口部の位置が枠体の背面よりも前側となるように第１通路
部を形成するとともに、枠体の後側から当該枠体の背面よりも前側まで延ばして第２通路
部を形成した。これにより、第１通路部を枠体の後側まで延ばして形成する構成に比べ第
１通路部の後方への突出量が抑えられ、第１通路部を極力コンパクトなものとすることが
可能となる。よって、遊技機前面体の開放操作を良好に行うことができる。
【０１２２】
　手段４２．手段４１において、前記枠体は、前記第１通路部を形成する第１通路形成体
（前扉側通路ユニット２７１）の後側と対峙する位置に、当該第１通路形成体の後側をカ
バーするカバー部（収容凹部２９２ｂ）を有することを特徴とする遊技機。
【０１２３】
　手段４２によれば、枠体には第１通路形成体の後側にカバー部が形成されているので、
第１通路形成体が枠体を前後方向に貫通していない。第１通路形成体が枠体を前後方向に
貫通する構成を想定すると、遊技機前面体の開放操作における第１通路形成体の回動範囲
を確保できる大きさの貫通孔等が枠体に形成されるため、枠体の強度低下を招くおそれが
ある。これに対して、枠体にカバー部が設けられており第１通路形成体が枠体を前後方向
に貫通していないため、上記不都合の発生を抑制することができる。
【０１２４】
　なお、「第１通路形成体の後側をカバーする」構成には、第１通路形成体の後側に貫通
孔が全く存在しない構成だけでなく、第１通路形成体を貫通させない程度の貫通孔が存在
する構成も含まれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１２５】
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の一実施の
形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び図３
はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図、図４はパチンコ機１０の背面図で
ある。なお、図２では便宜上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【０１２６】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能に取り付けられた遊技機主部１２とを有する。外枠１１は木製の板
材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。パチンコ機１０は、外
枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置される。
【０１２７】
　遊技機主部１２は、ベース体としての本体枠１３（支持体）と、その本体枠１３の前方
に配置される前扉枠１４と、本体枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備
えている。遊技機主部１２のうち本体枠１３が外枠１１に対して回動可能に支持されてい
る。詳細には、正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として本体枠１３が前方
へ回動可能とされている。
【０１２８】
　本体枠１３には、図２に示すように、前扉枠１４が回動可能に支持されており、正面視
で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として前方へ回動可能とされている。また、本
体枠１３には、図３に示すように、裏パックユニット１５が回動可能に支持されており、
正面視で左側を回動基端側とし右側を回動先端側として後方へ回動可能とされている。
【０１２９】
　次に、前扉枠１４について説明する。なお、以下の説明では、図１～図３を参照すると
ともに、前扉枠１４の背面の構成については図５を参照する。図５は、前扉枠１４の背面
図である。
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【０１３０】
　前扉枠１４は本体枠１３の前面側全体を覆うようにして設けられている。前扉枠１４に
は後述する遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部２１が形
成されている。窓部２１は、略楕円形状をなし、透明性を有するガラス２２が嵌め込まれ
ている。窓部２１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部
２１の周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部２３が設けられている。電飾部
２３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅が
行われる。また、窓部２１の側方の一方には所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ
部２４が設けられ、さらに他方には賞球払出中に点灯する賞球ランプ部２５が設けられて
いる。また、前扉枠１４の左右の上部には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるス
ピーカ部２６が設けられている。
【０１３１】
　前扉枠１４における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出
部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設
けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている
。
【０１３２】
　上皿３３は、その奥壁に球入口３３ａを有し、後述する払出装置より払い出され当該球
入口３３ａを介して導入された遊技球を一旦貯留するとともに、それら遊技球を一列に整
列させながら球出口３３ｂへ導く機能を有する。球出口３３ｂから上皿３３外に出た遊技
球は後述する遊技球発射機構へ導かれる。なお、上側膨出部３１には、図示しない球抜き
ボタンが設けられており、当該球抜きボタンが操作されることにより、上皿３３に貯留さ
れた遊技球が下皿３４へ排出される。
【０１３３】
　下皿３４は、その奥壁に球入口３４ａを有し、上皿３３内にて余剰となり球入口３４ａ
を介して導入された遊技球を貯留する機能を有する。また、下皿３４の底部には、球抜き
孔が形成されており、下側膨出部３２の前面側に設けられた球抜きレバー３５が操作され
ることにより球抜き孔が開放され、貯留された遊技球が下皿３４の下方へ排出される。
【０１３４】
　これら上皿３３及び下皿３４に後述する払出装置から払い出された遊技球を排出するた
めの前扉側上皿通路部及び前扉側下皿通路部が、前扉枠１４の背面側に形成されている。
かかる構成については後に詳細に説明する。
【０１３５】
　下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４１が設
けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技球発射機
構から遊技球が発射される。
【０１３６】
　前扉枠１４の背面における回動基端側（図５の右側）には、その上端部及び下端部に突
起軸６１，６２が設けられている。これら突起軸６１，６２は本体枠１３に対する組付機
構を構成する。また、前扉枠１４の背面における回動先端側（図５の左側）には、図２に
示すように、後方に延びる鉤金具６３が上下方向に複数並設されている。これら鉤金具６
３は本体枠１３に対する施錠機構を構成する。
【０１３７】
　次に、本体枠１３について詳細に説明する。図６は本体枠１３の正面図である。
【０１３８】
　本体枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース７１を主体に構成され
ている。樹脂ベース７１の前面における回動基端側（図６の左側）には、その上端部及び
下端部に支持金具７２，７３が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具７２，
７３には軸孔が形成されており、それら軸孔に前扉枠１４の突起軸６１，６２が挿入され
ることにより、本体枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。
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【０１３９】
　樹脂ベース７１の上部には、図２及び図６に示すように、前扉枠１４の開放の状態を検
知するための前扉開放スイッチ７８が設けられている。前扉開放スイッチ７８は、樹脂ベ
ース７１の前面に出没可能なピンを有しており、本体枠１３に対して前扉枠１４を閉じた
状態ではピンが押し込まれて前扉枠１４の閉鎖が検知され、本体枠１３に対して前扉枠１
４を開いた状態ではピンが突出位置に戻って前扉枠１４の開放が検知されるようになって
いる。
【０１４０】
　樹脂ベース７１の前面における回動先端側（図６の右側）には、前扉枠１４の背面に設
けられた鉤金具６３を挿入するための挿入孔７４がそれぞれ設けられている。本パチンコ
機１０では、本体枠１３や前扉枠１４を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１３の背
面側に隠れて配置される構成となっている。したがって、鉤金具６３が挿入孔７４を介し
て施錠装置に係止されることによって、前扉枠１４が本体枠１３に対して開放不能に施錠
される。
【０１４１】
　樹脂ベース７１の右下隅部には、施錠装置の解錠操作を行うためのシリンダ錠７５が設
置されている。シリンダ錠７５は施錠装置に一体化されており、シリンダ錠７５の鍵穴に
差し込んだキーを右に回すと本体枠１３に対する前扉枠１４の施錠が解かれるようになっ
ている。なお、シリンダ錠７５の鍵穴に差し込んだキーを左に回すと外枠１１に対する本
体枠１３の施錠が解かれるようになっている。
【０１４２】
　樹脂ベース７１の中央部には略楕円形状の窓孔７６が形成されている。樹脂ベース７１
には遊技盤８１が着脱可能に取り付けられている。遊技盤８１は合板よりなり、遊技盤８
１の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース７１の窓孔７６を通じて本体枠１３の前面側
に露出した状態となっている。
【０１４３】
　ここで、遊技盤８１の構成を図７に基づいて説明する。遊技盤８１には、ルータ加工が
施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部
には一般入賞口８２，可変入賞装置８３，作動口８４，スルーゲート８５及び可変表示ユ
ニット８６等がそれぞれ設けられている。一般入賞口８２、可変入賞装置８３及び作動口
８４に遊技球が入ると、それが後述する検知スイッチにより検知され、その検知結果に基
づいて所定数の賞球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤８１の最下部にはアウト
口８７が設けられており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８７を通って遊
技領域から排出される。また、遊技盤８１には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等す
るために多数の釘８８が植設されていると共に、風車等の各種部材（役物）が配設されて
いる。
【０１４４】
　可変表示ユニット８６には、作動口８４への入賞をトリガとして図柄を可変表示する図
柄表示装置９１が設けられている。また、可変表示ユニット８６には、図柄表示装置９１
を囲むようにしてセンターフレーム９２が配設されている。センターフレーム９２の上部
には、第１特定ランプ部９３及び第２特定ランプ部９４が設けられている。また、センタ
ーフレーム９２の上部及び下部にはそれぞれ保留ランプ部９５，９６が設けられている。
下側の保留ランプ部９５は、図柄表示装置９１及び第１特定ランプ部９３に対応しており
、遊技球が作動口８４を通過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９５の点灯に
よってその保留個数が表示されるようになっている。上側の保留ランプ部９６は、第２特
定ランプ部９４に対応しており、遊技球がスルーゲート８５を通過した回数は最大４回ま
で保留され保留ランプ部９６の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている
。
【０１４５】
　図柄表示装置９１は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
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後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置９１には、例えば左、
中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにし
て変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当たりという）が発生
することとなる。
【０１４６】
　第１特定ランプ部９３では、作動口８４への入賞をトリガとして所定の順序で発光色の
切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には大当たりが発生する。ま
た、第２特定ランプ部９４では、遊技球のスルーゲート８５の通過をトリガとして所定の
順序で発光色の切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には作動口８
４に付随する電動役物が所定時間だけ開放状態となる。
【０１４７】
　可変入賞装置８３は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り換えられるようになってい
る。可変入賞装置８３の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）
を上限として可変入賞装置８３が繰り返し開放されるものが一般的である。
【０１４８】
　遊技盤８１には、内レール部１０１と外レール部１０２とが取り付けられており、これ
ら内レール部１０１と外レール部１０２とにより誘導レールが構成され、後述する遊技球
発射機構から発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。
【０１４９】
　遊技球発射機構１１０は、図６に示すように、樹脂ベース７１における窓孔７６の下方
に取り付けられている。遊技球発射機構１１０は、電磁式のソレノイド１１１と、発射レ
ール１１２と、球送り機構１１３とからなり、ソレノイド１１１への電気的な信号の入力
により当該ソレノイド１１１の出力軸が伸縮方向に移動し、球送り機構１１３によって発
射レール１１２上に置かれた遊技球を遊技領域に向けて打ち出す。
【０１５０】
　樹脂ベース７１において発射レール１１２の左方には、後述する払出装置から払い出さ
れた遊技球を前扉枠１４側に導くための本体側上皿通路部及び本体側下皿通路部が、樹脂
ベース７１を前後方向に貫通させて設けられている。さらには、本体側上皿通路部及び本
体側下皿通路部に対するシャッター機構が設けられている。これらの構成については後に
詳細に説明する。
【０１５１】
　次に、本体枠１３の背面構成について説明する。図８は本体枠１３の背面図である。
【０１５２】
　樹脂ベース７１の背面における回動先端側（図８の左側）には、施錠装置１３１が設け
られており、シリンダ錠７５におけるキー操作に対して施錠装置１３１が連動し、本体枠
１３及び前扉枠１４の解錠が行われる。
【０１５３】
　樹脂ベース７１の背面における回動基端側（図８の右側）には、軸受け金具１３２が取
り付けられている。軸受け金具１３２には、上下に離間させて軸受け部１３３が形成され
ており、これら軸受け部１３３により本体枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可
能に取り付けられている。また、樹脂ベース７１の背面には、裏パックユニット１５を本
体枠１３に締結するための被締結孔１３４が設けられている。
【０１５４】
　樹脂ベース７１の背面における遊技盤８１が取り付けられた位置よりも下方には、長尺
状の補強金属板１３７が左右方向に延びるようにして取り付けられている。また、補強金
属板１３７が取り付けられた位置よりも下方には、補強リブ領域１３８が形成されている
。これにより、樹脂ベース７１の補強が行われている。特に、これら補強金属板１３７及
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び補強リブ領域１３８が設けられた位置は、遊技球発射機構１１０の後方となっている。
したがって、樹脂ベース７１における遊技球発射機構１１０の取り付け部分の平坦性が良
好に保たれ、当該遊技球発射機構１１０からの遊技球の発射が好適に行われる。
【０１５５】
　また、上述したように遊技球発射機構１１０の左方には当該樹脂ベース７１を前後方向
に貫通するようにして本体側上皿通路部及び本体側下皿通路部が形成されている。したが
って、樹脂ベース７１における遊技球発射機構１１０周辺の強度が低下し平坦性が損なわ
れるおそれがあるが、上記のとおり補強金属板１３７及び補強リブ領域１３８が設けられ
ていることにより、かかる不都合の発生が抑制されている。
【０１５６】
　次に、遊技盤８１の背面の構成を説明する。図９は遊技盤８１を後方より見た斜視図、
図１０は遊技盤８１から主制御装置ユニット１６０を取り外した状態を示す背面図である
。
【０１５７】
　遊技盤８１の中央に配置される可変表示ユニット８６には、センターフレーム９２を背
後から覆う合成樹脂製のフレームカバー１４１が後方に突出させて設けられており、フレ
ームカバー１４１に対して後側から上述した図柄表示装置９１が取り付けられるとともに
、その図柄表示装置を駆動するための表示制御装置が取り付けられている（図示は省略）
。これら図柄表示装置９１及び表示制御装置は前後方向に重ねて配置され（図柄表示装置
が前、表示制御装置が後）、さらにその後方に音声ランプ制御装置ユニット１４２が搭載
されている。音声ランプ制御装置ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４３と、取付
台１４４とを具備する構成となっており、取付台１４４上に音声ランプ制御装置１４３が
装着されている。
【０１５８】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【０１５９】
　遊技盤８１の背面には、図１０に示すように、可変表示ユニット８６の下方に集合板ユ
ニット１５０が設けられている。集合板ユニット１５０には、各種入賞口に入賞した遊技
球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するための
入賞検知機構などが設けられている。
【０１６０】
　遊技球回収機構について説明すると、集合板ユニット１５０には、前記一般入賞口８２
、可変入賞装置８３、作動口８４の遊技盤開口部に対応して且つ下流側で１カ所に集合す
る回収通路１５１が形成されている。したがって、一般入賞口８２等に入賞した遊技球は
何れも回収通路１５１を介して遊技盤８１の下方に集合する。遊技盤８１の下方には後述
する排出通路があり、回収通路１５１により遊技盤８１の下方に集合した遊技球は排出通
路内に導出される。なお、アウト口８７も同様に排出通路に通じており、何れの入賞口に
も入賞しなかった遊技球もアウト口８７を介して排出通路内に導出される。
【０１６１】
　入賞検知機構について説明すると、集合板ユニット１５０には、遊技盤８１表側の一般
入賞口８２と対応する位置に入賞口スイッチ１５２が設けられ、可変入賞装置８３と対応
する位置にカウントスイッチ１５３が設けられ、作動口８４に対応する位置に作動口スイ
ッチ１５４が設けられている。これらスイッチ１５２～１５４により遊技球の入賞がそれ
ぞれ検知される。なお、集合板ユニット１５０外における可変表示ユニット８６の左右両
側には、スルーゲート８５を通過する遊技球を検知するゲートスイッチ１５５が設けられ
ている。
【０１６２】
　遊技盤８１の背面には、集合板ユニット１５０を後側から覆うようにして主制御装置ユ



(24) JP 2008-200387 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

ニット１６０が搭載されている。主制御装置ユニット１６０の構成について図１１を用い
て説明する。図１１は主制御装置ユニット１６０の構成を示す斜視図である。
【０１６３】
　主制御装置ユニット１６０は、合成樹脂製の取付台１６１を有し、取付台１６１に主制
御装置１６２が搭載されている。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主
制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備してお
り、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて構成され
ている。
【０１６４】
　基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス
ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印手段としての封印部１６４によって開封不能に連結され、
これにより基板ボックス１６３が封印されている。封印部１６４は、基板ボックス１６３
の長辺部に５つ設けられ、そのうち少なくとも一つが用いられて封印処理が行われる。
【０１６５】
　封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば
任意の構成が適用できるが、封印部１６４を構成する長孔に係止爪を挿入することでボッ
クスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。封印部１６４
による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそ
のような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度
封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、５つの封印部１６４のうち、少なくと
も一つの長孔に係止爪を挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主制
御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合
には、係止爪が挿入された封印部と他の封印部との連結部分を切断する。これにより、基
板ボックス１６３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を
取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の封印部の長孔に係止爪を挿
入する。基板ボックス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残して
おけば、基板ボックス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。
【０１６６】
　基板ボックス１６３の一方の短辺部には、その側方に突出するようにして複数の結合片
１６５が設けられている。これら結合片１６５は、取付台１６１に形成された複数の被結
合片１６６と１対１で対応しており、結合片１６５と被結合片１６６とにより基板ボック
ス１６３と取付台１６１との間で封印処理が行われる。
【０１６７】
　次に、裏パックユニット１５について説明する。図１２は裏パックユニット１５の正面
図、図１３は裏パックユニット１５の分解斜視図である。
【０１６８】
　裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して
、払出機構部２０２、排出通路盤２０３、及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けら
れている。裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂により成形されており、払出機構部
２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチンコ機１０後方に突出し略直方体形
状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー部２１２は左右側面及び上面が閉鎖
され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット８６を囲むのに
十分な大きさを有する。
【０１６９】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板２１３が設けられている。外部端子板２
１３には各種の出力端子が設けられており、これらの出力端子を通じて遊技ホール側の管
理制御装置に対して各種信号が出力される。また、ベース部２１１にはパチンコ機１０後
方からみて右端部に上下一対の掛止ピン２１４が設けられており、掛止ピン２１４を本体
枠１３に設けられた前記軸受け部１３３に挿通させることで、裏パックユニット１５が本
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体枠１３に対して回動可能に支持されている。また、ベース部２１１には、本体枠１３に
設けられた被締結孔１３４に対して締結するための締結具２１５が設けられており、当該
締結具２１５を被締結孔１３４に嵌め込むことで本体枠１３に対して裏パックユニット１
５が固定されている。
【０１７０】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。すなわち、裏パック２０１の最上部には上方に開口したタンク２２１が設
けられており、タンク２２１には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給さ
れる。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール２２２が
連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向に延びるケースレール２２３が連結
されている。ケースレール２２３の最下流部には払出装置２２４が設けられている。これ
らケースレール２２３及び払出装置２２４は、裏パックユニット１５の回動基端側にある
。払出装置２２４より払い出された遊技球は、前扉枠１４に設けられた上皿３３又は下皿
３４に排出される。かかる構成については後に詳細に説明する。
【０１７１】
　払出機構部２０２には、裏パック基板２２９が設置されている。裏パック基板２２９に
は、例えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源スイッチ２２９ａの切替操作により
電源ＯＮ又は電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０１７２】
　ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤２０３及
び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤２０３は、制御装置集
合ユニット２０４と対向する面に後方に開放された排出通路２３１が形成されており、当
該排出通路２３１の開放部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出通
路２３１は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した
回収通路１５１等から排出通路２３１に導出された遊技球は当該排出通路２３１を通るこ
とでパチンコ機１０外部に排出される。
【０１７３】
　制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を有し、取付台２４１に
払出制御装置２４２と電源及び発射制御装置２４３とが搭載されている。これら払出制御
装置２４２と電源及び発射制御装置２４３とは、払出制御装置２４２がパチンコ機１０後
方となるように前後に重ねて配置されている。
【０１７４】
　払出制御装置２４２は、基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出制御基
板が収容されている。なお、払出制御装置２４２から払出装置２２４への払出指令の信号
は上述した裏パック基板２２９により中継される。また、払出制御装置２４２には状態復
帰スイッチ２４５が設けられている。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【０１７５】
　電源及び発射制御装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源及び発射制御基板が収容
されており、当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電源が生成されて出力され
、さらに遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行
われる。また、電源及び発射制御装置２４３にはＲＡＭ消去スイッチ２４７が設けられて
いる。本パチンコ機１０は各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した
際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるように
なっている。したがって、例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を
遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電
源を投入すると、ＲＡＭデータが初期化されるようになっている。
【０１７６】
　次に、払出装置２２４から払い出された遊技球の通路構成について説明する。図１４は
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遊技球の通路構成を説明するための説明図である。なお、図１４においては、便宜上、本
体枠１３側及び裏パックユニット１５側の通路構成について断面で示す。
【０１７７】
　払出装置２２４は、上述したとおりパチンコ機１０の背面部を構成する払出機構部２０
２に設けられている。払出装置２２４の下方には上下方向に延びる払出通路２５１が形成
されており、払出装置２２４から払い出された遊技球は払出通路２５１を流下し、払出機
構部２０２の下端に形成された遊技球振分部２５２に導入される。
【０１７８】
　遊技球振分部２５２は、払出装置２２４より払い出された遊技球を前扉枠１４に設けら
れた上皿３３側又は下皿３４側に振り分ける機能を有する。遊技球振分部２５２の構成を
、図１５に示す遊技球振分部２５２周辺の縦断面図を参照しながら説明する。遊技球振分
部２５２は上方及び前方に開放しており、その内部が２つの仕切壁２５３ａ，２５３ｂに
よって仕切られることで３つの開口部２５５ａ，２５５ｂ，２５５ｃが左右方向に並設さ
れている。
【０１７９】
　これら開口部２５５ａ，２５５ｂ，２５５ｃのうち、パチンコ機１０内側の開口部２５
５ａは上皿３３へ続く上皿通路に通じており、中央の開口部２５５ｂは下皿３４へ続く下
皿通路に通じている。なお、パチンコ機１０外側の開口部２５５ｃは排出通路２３１に通
じており、タンク２２１に貯留された遊技球の排出作業においてはそれら貯留された遊技
球が外側の開口部２５５ｃを介して排出通路２３１に導かれパチンコ機１０の外部に排出
される。
【０１８０】
　上皿通路は、裏パックユニット１５に設けられた裏パック側上皿通路部２５８と、本体
枠１３に設けられた本体側上皿通路部２６２と、前扉枠１４に設けられた前扉側上皿通路
部２７２とから構成されている。同様に、下皿通路は、裏パックユニット１５に設けられ
た裏パック側下皿通路部２５９と、本体枠１３に設けられた本体側下皿通路部２６３と、
前扉枠１４に設けられた前扉側下皿通路部２７３とから構成されている。
【０１８１】
　これら各通路部２５８，２５９，２６２，２６３，２７２，２７３について詳細に説明
する。
【０１８２】
　＜裏パック側通路部２５８，２５９＞
　裏パック側上皿通路部２５８及び裏パック側下皿通路部２５９は、裏パックユニット１
５の回動基端側においてベース部２１１を前後方向に貫通するようにして設けられた裏パ
ック側通路ユニット２５７に形成されている（図１４参照）。裏パック側上皿通路部２５
８及び裏パック側下皿通路部２５９は通路壁によって区画され左右方向に並設されている
。また、裏パック側上皿通路部２５８及び裏パック側下皿通路部２５９は、それぞれ前後
方向に延びており、下流側に向けて下り傾斜となっている。以上の構成において裏パック
側上皿通路部２５８及び裏パック側下皿通路部２５９に導入された遊技球は、底部２５８
ａ，２５９ａ上を転がった後に本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３のそ
れぞれに排出される。
【０１８３】
　ちなみに、裏パック側下皿通路部２５９は裏パック側上皿通路部２５８に比べ幅寸法（
左右方向寸法）が大きくなっている。これは、以下の理由による。つまり、払出装置２２
４から払い出された遊技球は裏パック側上皿通路部２５８へ続く遊技球振分部２５２の内
側の開口部２５５ａに導かれる。これに対して、裏パック側下皿通路部２５９へは、遊技
球振分部２５２において内側の開口部２５５ａに遊技球が充たされ、当該開口部２５５ａ
から溢れた遊技球が導かれる。したがって、裏パック側上皿通路部２５８を通過する遊技
球に比べ、裏パック側下皿通路部２５９を通過する遊技球はその軌道が不規則となり、裏
パック側下皿通路部２５９内での球詰まりの発生が懸念される。これに対して、裏パック
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側通路ユニット２５７という限られた空間において、裏パック側下皿通路部２５９の幅寸
法を裏パック側上皿通路部２５８よりも大きくすることで、上記球詰まりが発生する確率
が低減される。なお、下皿通路において球詰まりが発生する確率を低減するために、裏パ
ック側下皿通路部２５９だけでなく、本体側下皿通路部２６３及び前扉側下皿通路部２７
３についても各上皿通路部２６２，２７２より幅寸法が大きくなっている。つまり、下皿
通路は上皿通路よりも幅寸法（通路幅寸法又は通路方向に対して垂直方向の通路開口断面
積）が大きくなっている。
【０１８４】
　＜本体側通路部２６２，２６３＞
　本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３は、本体枠１３の回動基端側にお
いて樹脂ベース部７１を前後方向に貫通するようにして設けられた本体側通路ユニット２
６１に形成されている。なお、遊技盤８１にはその隅角に本体側通路ユニット２６１を避
けるようにして切欠部８９が設けられている（図７及び図８参照）。
【０１８５】
　本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３は、仕切用通路壁２６４によって
区画されて左右方向に並設されており、それぞれ球出口２６２ａ，２６３ａが下方を向く
ようにして形成されている。詳細には、本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２
６３の上流側は下流側に向けて下り傾斜となっており、その下流側では若干下方に延出さ
せて球出口２６２ａ，２６３ａが形成されている。以上の構成において本体側上皿通路部
２６２及び本体側下皿通路部２６３に導入された遊技球は、底部２６２ｂ，２６３ｂ上を
転がり球出口２６２ａ，２６３ａを介して前扉側上皿通路部２７２及び前扉側下皿通路部
２７３のそれぞれに排出される。ちなみに、本体側上皿通路部２６２は本体側下皿通路部
２６３に比べ幅寸法（左右方向寸法）が小さくなっている。
【０１８６】
　＜前扉側通路部２７２，２７３＞
　前扉側上皿通路部２７２及び前扉側下皿通路部２７３は、前扉枠１４の背面に設けられ
た前扉側通路ユニット２７１に形成されている。ここで、前扉側通路ユニット２７１につ
いて図１６～図２０を用いて説明する。図１６は前扉枠１４から前扉側通路ユニット２７
１を分離した状態を示す斜視図、図１７は前扉側通路ユニット２７１の斜視図、図１８は
前扉側通路ユニット２７１の分解斜視図、図１９は前扉側通路ユニット２７１の正面図、
図２０は前扉側通路ユニット２７１の平面図である。
【０１８７】
　前扉側通路ユニット２７１は、図１８に示すように一対のベース板２７４ａ，２７４ｂ
を有している。これらベース板２７４ａ，２７４ｂはポリカーボネート樹脂などといった
透明性を有する合成樹脂により形成されており、それぞれ溝部や開口部が形成されている
。両ベース板２７４ａ，２７４ｂがネジなどにより結合されることで、前扉側上皿通路部
２７２を構成する受口部２７５が形成されているとともに、少なくとも前扉側下皿通路部
２７３を構成する通路形成部２７６が形成されている。なお、前扉側通路ユニット２７１
は受口部２７５及び通路形成部２７６の他に板状部２７１ａを有している。この前扉側通
路ユニット２７１は、前扉側上皿通路部２７２の出口２７２ａが上皿３３の球入口３３ａ
と重なり、前扉側下皿通路部２７３の出口２７３ａが下皿３４の球入口３４ａと重なるよ
うにして、前扉枠１４に対してネジ止めされている。この場合、前扉側通路ユニット２７
１の板状部２７１ａは前扉枠１４の背面に当接している。
【０１８８】
　ちなみに、前扉側通路ユニット２７１には、補強金属板３５１，３５２が取り付けられ
ている。これら補強金属板３５１，３５２のうち、第１補強金属板３５１は受口部２７５
に取り付けられている。また、第２補強金属板３５２は通路形成部２７６に取り付けられ
ている。受口部２７５は上皿３３の球入口３３ａに通じており、また通路形成部２７６は
下皿３４の球入口３４ａに通じている。したがって、パチンコ機１０前方から球入口３３
ａ又は球入口３４ａを介して不正用冶具を挿入し、さらに受口部２７５の壁又は通路形成
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部２７６の壁を破壊してその挿入した不正用冶具を遊技領域や遊技盤８１の裏面まで侵入
させる行為が想定される。これに対して、上記のように補強金属板３５１，３５２が取り
付けられていることにより、受口部２７５の壁又は通路形成部２７６の壁が破壊されたと
しても上記不正用冶具のそれ以上の侵入を阻止することが可能となる。
【０１８９】
　前扉側通路ユニット２７１の受口部２７５及び通路形成部２７６について説明する。受
口部２７５が形成された位置は通路形成ユニット２７１において上側隅部であり、前扉枠
１４との関係では当該前扉枠１４の回動基端側となっている。また、受口部２７５は、通
路形成部２７６よりもパチンコ機１０の後方に突出しており、さらには前扉枠１４の回動
軸よりもパチンコ機１０の後方にある。そして、前扉枠１４を閉鎖した状態において、受
口部２７５は本体枠１３の前側端部よりも後側に入り込んでいる。
【０１９０】
　但し、受口部２７５は本体枠１３の後側端部よりも前側にあり、本体枠１３（樹脂ベー
ス７１）には受口部２７５と対峙する位置に、当該受口部２７５の突出側をカバーするカ
バー部としての収容凹部２９２ｂが形成されている（図２１参照）。よって、前扉枠１４
を閉鎖した状態において受口部２７５は本体枠１３を前後方向に貫通していない。
【０１９１】
　受口部２７５は図１７等に示すように上方に開放されており、その左右方向の略中央に
は底部から上方に起立した仕切壁２７７が一体形成されている。この仕切壁２７７に仕切
られることで、受口部２７５には２つの開口部２７８，２７９が左右方向に並設されてい
る。かかる構成において、受口部２７５におけるパチンコ機１０内側の側壁はパチンコ機
１０後側などに比べ背が高くなっており、当該側壁には庇部２７５ａが形成されている。
この庇部２７５ａが形成されていることにより、上記２つの開口部２７８，２７９のうち
パチンコ機１０内側の開口部２７８はパチンコ機１０外側の開口部２７９よりも幅寸法（
左右方向寸法）が小さくなっている。
【０１９２】
　パチンコ機１０内側の開口部２７８は、本体側上皿通路部２６２の球出口２６２ａと上
下に対峙しており、図１９等に示すように、前扉側上皿通路部２７２の球入口となってい
る。また、パチンコ機１０外側の開口部２７９は、本体側下皿通路部２６３の球出口２６
３ａと上下に対峙しており、通路形成部２７６に形成される前扉側下皿通路部２７３の球
入口となっている。この場合に、上記のとおり、受口部２７５は本体枠１３の前側端部よ
りも後側に入り込んでいるため、前扉側上皿通路部２７２と本体側上皿通路部２６２との
境界部分、及び前扉側下皿通路部２７３と本体側下皿通路部２６３との境界部分は、その
一部が本体枠１３の前側端部よりも後側に入り込んでいる（図１４等参照）。
【０１９３】
　内側開口部２７８と上皿３３の球入口３３ａとは前後に並んでおり、前扉側上皿通路部
２７２はそれら内側開口部２７８と球入口３３ａとを繋ぐように前後方向に延びている。
ここで、前扉側上皿通路部２７２は上皿３３の球入口３３ａに向けて幅寸法（左右方向寸
法）が大きくなっている。
【０１９４】
　外側開口部２７９と下皿３４の球入口３４ａとは左右方向及び上下方向にずれた位置関
係となっている。つまり、外側開口部２７９が前扉枠１４の回動基端側にあり、下皿３４
の球入口３４ａは前扉枠１４の左右方向の中央付近にある（図１６等参照）。また、外側
開口部２７９に対して下皿３４の球入口３４ａは下方にある。これら外側開口部２７９と
下皿３４の球入口３４ａとを繋ぐように、前扉側下皿通路部２７３が形成されている。詳
細には、図１９に示すように、前扉側下皿通路部２７３はクランク状をなしており、大別
して上流側左右領域２８４と上下領域２８５と下流側左右領域２８６とからなる。このよ
うに前扉側下皿通路部２７３をクランク状とすることで、直線状とする構成に比して通路
長が長くなる。
【０１９５】
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　上皿３３及び下皿３４への遊技球の流れについて説明すると、図１５に示すように払出
装置２２４からは遊技球振分部２５２における内側の開口部２５５ａに向けて遊技球が払
い出される。よって、払出装置２２４から払い出された遊技球は各上皿通路部２５８，２
６２，２７２によって構成される上皿通路を通って上皿３３に排出される。
【０１９６】
　但し、払出装置２２４から多数の遊技球が払い出され上皿３３が満杯状態となり、さら
にその後も遊技球の払い出しが継続されると、上皿通路にて遊技球が連なり、図１５に示
すように、遊技球振分部２５２における内側の開口部２５５ａの全体に遊技球が充たされ
ることとなる。かかる状態において払出装置２２４から払い出された遊技球は遊技球振分
部２５２における内側の仕切壁２５３ａを乗り越え中央の開口部２５５ｂ内に入る。そし
て、この遊技球は各下皿通路部２５９，２６３，２７３によって構成される下皿通路を通
って下皿３４に排出される。
【０１９７】
　＜満杯検知センサ２８０＞
　次に、満杯検知センサ２８０について説明する。
【０１９８】
　通路形成部２７６には、図１９に示すように、前扉側下皿通路部２７３を通る遊技球を
検知するように満杯検知センサ２８０が設けられている。満杯検知センサ２８０は、磁気
検知タイプの近接センサにて構成されており、検知範囲内を遊技球が通過する際の磁界の
変化が検知されて電気信号として出力される。なお、満杯検知センサ２８０は磁気検知タ
イプの近接センサに限定されることはなく、フォトセンサやリミットセンサなどを用いて
もよい。
【０１９９】
　満杯検知センサ２８０は主制御装置１６２に対して電気信号を出力する。主制御装置１
６２では、満杯検知センサ２８０の検知結果に基づいて、払出装置２２４による遊技球の
払い出しを停止させる。これにより、下皿３４が満杯状態となり、前扉側下皿通路部２７
３において満杯検知センサ２８０の位置まで遊技球が連なった場合には、それ以上の遊技
球の払い出しが停止される。かかる払い出しの停止は、下皿３４の満杯状態が解除され満
杯検知センサ２８０にて遊技球が検知されなくなることにより解除される。
【０２００】
　ここで、満杯検知センサ２８０は、前扉側下皿通路部２７３における上流側左右領域２
８４に対して設けられている。詳細には、上流側左右領域２８４における底壁の下方に、
満杯検知センサ２８０が取り付けられている。このように上流側左右領域２８４に対して
満杯検知センサ２８０を設けることで、下皿３４が満杯状態である状況では、少なくとも
上下領域２８５及び下流側左右領域２８６にて遊技球が連なり上流側左右領域２８４の位
置にて遊技球が待機しない限り、満杯検知センサ２８０が満杯状態である旨の検知結果と
ならない。したがって、少なくとも上下領域２８５及び下流側左右領域２８６が遊技球の
待機領域となり、遊技者の持ち球の貯留容量を極力大きくすることができる。
【０２０１】
　上記のように満杯検知センサ２８０の位置が設定された構成において、下皿通路（裏パ
ック側下皿通路部２５９、本体側下皿通路部２６３、前扉側下皿通路部２７３）における
満杯検知センサ２８０よりも上流側の通路長は、下皿３４が満杯状態となった際に下皿通
路にて連なる遊技球の遊技球列が払出装置２２４の位置まで到達しないように設定されて
いる。つまり、所定の払出速度で遊技球の払い出しを行っている払出装置２２４が払出停
止された際には、既に払出装置２２４から払い出され下皿３４に向けて流下している遊技
球が存在し得る。この場合に、その既に流下している遊技球として想定される最大数の遊
技球が下皿通路にて満杯検知センサ２８０よりも上流側に並んだとしても、その遊技球列
が払出装置２２４の位置まで並ばないようになっている。
【０２０２】
　＜シャッター機構２９１＞
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　次に、シャッター機構２９１について説明する。図２１はシャッター機構２９１の分解
斜視図、図２２はシャッター機構２９１の動きを説明するための説明図である。
【０２０３】
　本実施の形態では上述したように前扉枠１４に対して前扉側通路ユニット２７１が設け
られている。また、前扉枠１４には上述したように窓部２１が形成されており、例えば遊
技領域にて球詰まり等が発生しそれを解消するために前扉枠１４を開放すると、それに合
わせて前扉側通路ユニット２７１が前方に移動し、前扉枠１４側の各通路部２７２，２７
３と本体枠１３側の各通路部２６２，２６３とが離間される。そして、この前扉枠１４の
開放操作が、上皿３３や下皿３４が満杯状態であり本体側上皿通路部２６２や本体側下皿
通路部２６３にて遊技球が待機されている状態において行われると、その待機されている
遊技球が前扉側上皿通路部２７２や前扉側下皿通路部２７３にて受けられなくなり散乱し
てしまうおそれがある。これに対して、この遊技球の散乱を防止するためにシャッター機
構２９１が設けられている。
【０２０４】
　シャッター機構２９１は本体枠１３の前面側に設けられている。詳細には、樹脂ベース
７１における本体側通路ユニット２６１の下方には取付部２９２が形成されており、この
取付部２９２に対してシャッター機構２９１が取り付けられている。シャッター機構２９
１は、シャッター部材２９３と、コイルバネ２９４と、ストッパ２９５とから構成されて
いる。
【０２０５】
　シャッター部材２９３は合成樹脂により略板状に形成されている。シャッター部材２９
３の下端には左右方向に貫通させて軸孔２９３ａが形成されており、取付部２９２にはこ
の軸孔２９３ａと同一軸線上に軸孔を有する支軸部２９２ａが形成されている。シャッタ
ー部材２９３の軸孔２９３ａ及び支軸部２９２ａに支軸ピン２９６が挿通固定されている
ことにより、シャッター部材２９３は取付部２９２に対して下端を軸線として前後方向に
回動可能に支持されている。
【０２０６】
　シャッター部材２９３の上端には、一方の端部（本実施の形態では、左側の端部）から
側方に延出させて延出部２９７が形成されており、当該延出部２９７の前方となるように
してストッパ２９５が設けられている。ストッパ２９５は合成樹脂により成形されており
、取付部２９２にネジ止め固定されている。また、ストッパ２９５には、シャッター用ス
トッパ２９５ａと当該シャッター用ストッパ２９５ａよりも下方にあり前方に張り出した
バネ用ストッパ２９５ｂとが形成されている。
【０２０７】
　ストッパ２９５と延出部２９７との間にはコイルバネ２９４が設けられている。コイル
バネ２９４は、一端がストッパ２９５のバネ用ストッパ２９５ｂに固定され他端が延出部
２９７の下端に固定されており、伸張状態で設けられている。したがって、シャッター部
材２９３には前方へ向けた付勢力が常に作用しており、シャッター部材２９３の自然状態
では延出部２９７がシャッター用ストッパ２９５ａに当接した位置にある。この当接した
位置では、シャッター部材２９３の上端部２９８が本体側通路ユニット２６１の下方にあ
る。
【０２０８】
　シャッター部材２９３の上端部２９８は、その前後方向寸法が本体側上皿通路部２６２
及び本体側下皿通路部２６３の球出口２６２ａ，２６３ａの前後方向寸法と略同一となっ
ており、さらに左右方向寸法が本体側通路ユニット２６１の左右方向寸法と略同一となっ
ている。そして、上端部２９８は、本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３
の球出口２６２ａ，２６３ａの略全体と対峙している。つまり、本体側上皿通路部２６２
及び本体側下皿通路部２６３の球出口２６２ａ，２６３ａがシャッター部材２９３によっ
て閉鎖されている。この位置がシャッター部材２９３の閉鎖位置（阻止位置）である。
【０２０９】
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　上端部２９８には前方に突出させて前方段部２９８ｂが一体形成されている。この前方
段部２９８ｂは、閉鎖位置に移動する際に、本体側上皿通路部２６２と前扉側上皿通路部
２７２との境界部分や、本体側下皿通路部２６３と前扉側下皿通路部２７３との境界部分
にある遊技球を受口部２７５側に押し込む機能を有する。これについては後に説明する。
【０２１０】
　上端部２９８には、その左右方向の途中位置に前後方向に延びる溝部２９８ａが形成さ
れている。この溝部２９８ａの位置は、受口部２７５における仕切壁２７７の位置に対応
している。つまり、上端部２９８において溝部２９８ａよりもパチンコ機１０内側の領域
は上皿通路用の阻止領域となっており、溝部２９８ａよりもパチンコ機１０外側の領域は
下皿通路用の阻止領域となっている。この溝部２９８ａには、シャッター部材２９３が閉
鎖位置にある場合に、本体側通路ユニット２６１における各通路部２６２，２６３を仕切
る仕切用通路壁２６４の下端部分２６４ａが入り込む。
【０２１１】
　取付部２９２におけるシャッター部材２９３の後方には、後方へ凹んだ収容凹部２９２
ｂが形成されている。また、シャッター部材２９３はその前側端面が、前扉枠１４を閉鎖
した際に前扉側通路ユニット２７１の受口部２７５と当接する位置にあり、上述したとお
り前扉枠１４を閉鎖した際には受口部２７５は本体側通路ユニット２６１の下方に配置さ
れる。したがって、前扉枠１４が閉鎖されている状態においては、受口部２７５の後方端
部がシャッター部材２９３の前側端面に当接しシャッター部材２９３に対して上記付勢力
に抗する力が作用することで、当該シャッター部材２９３は後方に回動し収容凹部２９２
ｂに収容されている。この位置がシャッター部材２９３の開放位置（阻止解除位置）であ
る。
【０２１２】
　前扉枠１４の開放操作に対するシャッター部材２９３の動きについて説明すると、図２
２（ａ）に示すように、前扉枠１４が閉鎖されている状態ではシャッター部材２９３は開
放位置にあり、本体側上皿通路部２６２と前扉側上皿通路部２７２とが連通し、本体側下
皿通路部２６３と前扉側下皿通路部２７３とが連通している。
【０２１３】
　また、前扉枠１４を開放することで、図２２（ｂ）に示すようにシャッター部材２９３
は閉鎖位置に移動する。これにより、本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６
３の各球出口２６２ａ，２６３ａが閉鎖され、本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通
路部２６３に遊技球が待機されている状態において前扉枠１４が開放されたとしても、そ
の待機されている遊技球が散乱しないようになっている。その後、前扉枠１４を閉鎖する
と、図２２（ａ）の状態に戻る。
【０２１４】
　この場合に、上記のとおり本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３は、そ
れぞれ球出口２６２ａ，２６３ａに向けて下り傾斜となっている。よって、本体枠１３側
の各通路部２６２，２６３に待機されている遊技球の重量負荷は、その一部が本体枠１３
側の各通路部２６２，２６３の底部２６２ｂ，２６３ｂにて受けられる。つまり、それら
待機されている遊技球のシャッター部材２９３に対する重量負荷が低減されている。よっ
て、シャッター部材２９３の開閉動作の円滑化が図られている。
【０２１５】
　＜球詰まり抑制構造＞
　次に、前扉枠１４の開放操作に際しての上皿通路における球詰まり抑制構造について説
明する。図２３及び図２４は球詰まり抑制構造を説明するための説明図である。
【０２１６】
　上述したように前扉枠１４の開放に際しては、本体枠１３側の各通路部２６２，２６３
と前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３とが離間される。この場合に、本体枠１３側の
各通路部２６２，２６３と前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３との境界部分に遊技球
が存在すると、その遊技球が本体側通路ユニット２６１と前扉側通路ユニット２７１との
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境界部分に遊技球が存在すると、その遊技球が本体側通路ユニット２６１と前扉側通路ユ
ニット２７１とのそれぞれに当接し、球詰まりが発生することで前扉枠１４の開放操作を
円滑に行えないおそれがある。これに対して、球詰まり抑制構造が設けられている。この
球詰まり抑制構造としては、第１球詰まり抑制構造と、第２球詰まり抑制構造とが設けら
れている。
【０２１７】
　＜第１球詰まり抑制構造＞
　先ず、第１球詰まり抑制構造について図２３を用いて説明する。前扉枠１４を閉鎖した
状態においては受口部２７５の各開口部２７８，２７９と本体側通路ユニット２６１の各
球出口２６２ａ，２６３ａとが対峙している（なお、図２３においては上皿通路側のみを
示す）。ここで、本体側通路ユニット２６１の球出口２６２ａ，２６３ａ付近において、
図２３に示すように手前側通路壁２６５はその下端が、仕切用通路壁２６４の下端や側方
の通路壁の下端よりも上方となるように形成されている。これにより、受口部２７５にお
ける上方に開放された部位の開放上面部と本体側通路ユニット２６１の手前側通路壁２６
５との間には、所定の間隔Ｘ１の隙間が存在する。したがって、前扉枠１４の開放開始に
際して前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３と本体枠１３側の各通路部２６２，２６３
との境界部分（図２３におけるＢ１の位置）に遊技球があったとしても、その遊技球が本
体側通路ユニット２６１の手前側通路壁２６５に当たりづらくなっている。よって、球詰
まりの発生が抑制され前扉枠１４の開放操作を円滑に行うことが可能となる。
【０２１８】
　なお、シャッター部材２９３が開放位置にある場合、当該シャッター部材２９３の前方
段部２９８ｂは、受口部２７５よりも上方であって当該受口部２７５側に入り込む位置に
ある。そして、シャッター部材２９３が閉鎖位置に移動する場合、当該シャッター部材２
９３の前方段部２９８ｂは、上記間隔Ｘ１の範囲内を通る。これにより、上記のとおり、
シャッター部材２９３が閉鎖位置に移動する際に、本体側上皿通路部２６２と前扉側上皿
通路部２７２との境界部分や、本体側下皿通路部２６３と前扉側下皿通路部２７３との境
界部分にある遊技球は受口部２７５側に押し込まれる。
【０２１９】
　上記のように手前側通路壁２６５の下端が仕切用通路壁２６４の下端や側方の通路壁の
下端よりも上方となるように形成された構成において、シャッター部材２９３が閉鎖位置
にある場合、本体側の通路部２６２，２６３に待機している遊技球が零れ落ちないように
なっている。詳細には、図２２（ｂ）に示すように、シャッター部材２９３の軸孔２９３
ａから手前側通路壁２６５の下端までの距離Ｌ１と、軸孔２９３ａからシャッター部材２
９３の上端部２９８の上面までの距離Ｌ２との差は、遊技球の直径よりも小さくなってい
る（Ｌ１―Ｌ２＜Ｒ）。したがって、両者の隙間が遊技球の直径よりも小さくなり、上記
待機している遊技球が零れ落ちない。
【０２２０】
　特に、シャッター部材２９３の軸孔２９３ａから手前側通路壁２６５の下端までの距離
Ｌ１と、軸孔２９３ａからシャッター部材２９３の上端部２９８の上面までの距離Ｌ２と
の差は、遊技球の半径よりも小さくなっている（Ｌ１―Ｌ２＜Ｒ／２）。したがって、上
記待機している遊技球の負荷は手前側通路壁２６５に確実に受けられ、上記遊技球の零れ
落ちが確実に阻止されている。
【０２２１】
　＜第２球詰まり抑制構造＞
　次に、第２球詰まり抑制構造について図２３及び図２４を用いて説明する。この第２球
詰まり抑制構造は、上皿通路及び下皿通路のそれぞれに対して設けられている。そこで、
先ず上皿通路の第２球詰まり抑制構造について説明する。
【０２２２】
　上述したように受口部２７５は前扉枠１４の背面よりも後方に突出させて形成されてお
り、図２４に示すように受口部２７５は前扉枠１４の回動軸２８２よりも後方にある。し
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たがって、前扉枠１４の開放に際しての外側開口部２７９の回動範囲には、図２４（ｂ）
に示すように本体側上皿通路部２６２の下方領域の一部が含まれる。また、前扉枠１４の
開放におけるその途中位置においては、内側開口部２７８及び外側開口部２７９のそれぞ
れの一部が本体側上皿通路部２６２の下方に位置することとなる。そして、この状態では
内側開口部２７８にある遊技球が、受口部２７５の仕切壁２７７よりも上方の領域を通っ
て外側開口部２７９へ移動することが可能となる。
【０２２３】
　また、図１７及び図２４に示すように、受口部２７５の仕切壁２７７にはその上端から
下方に凹ませて凹部２８３が形成されている。凹部２８３は仕切壁２７７の左右方向の途
中位置から後側端部にかけて形成されており、その前後方向寸法Ｘ２は遊技球の直径Ｒよ
りも大きくなっている（Ｘ２＞Ｒ）。
【０２２４】
　以上のように、受口部２７５の外側開口部２７９の回動範囲が設定されており、さらに
受口部２７５の仕切壁２７７に凹部２８３が形成されていることにより、前扉枠１４の開
放開始に際して前扉側上皿通路部２７２と本体側上皿通路部２６２との境界部分であって
本体側上皿通路部２６２寄りの位置（図２３におけるＢ２の位置）に遊技球があったとし
ても、その遊技球が凹部２８３を横切って内側開口部２７８側から外側開口部２７９側に
退避され得る。よって、球詰まりの発生が抑制され前扉枠１４の開放操作を円滑に行うこ
とが可能となる。但し、凹部２８３の深さ寸法はＸ３となっており、凹部２８３の底と本
体側通路ユニット２６１の仕切用通路壁２６４の下端との間の間隔は遊技球の直径Ｒより
も小さくなっている。したがって、仕切壁２７７に凹部２８３を形成した構成において、
前扉枠１４を閉鎖した状態においては内側開口部２７８にある遊技球が外側開口部２７９
に移動してしまうことが防止されている。
【０２２５】
　次に、下皿通路の第２球詰まり抑制構造について説明する。
【０２２６】
　次に、下皿通路の第２球詰まり抑制構造について説明する。
【０２２７】
　受口部２７５における外側開口部２７９側の上端部にはパチンコ機１０外方に延出させ
て球退避部２９０が一体形成されている。つまり、球退避部２９０は外側開口部２７９に
対して前扉枠１４の回動基端側において当該外側開口部２７９と左右に並んでいる。球退
避部２９０は１個の遊技球が十分に載ることができる程度の皿状となっており、その底部
２９０ａは外側開口部２７９の開放上面部よりも下方であって外側開口部２７９の底部よ
りも上方にある。但し、球退避部２９０は前扉枠１４の閉鎖時において、本体側下皿通路
部２６３を通過した遊技球が載らないように形成されている。つまり、球退避部２９０の
底部２９０ａと本体側通路ユニット２６１の側壁部との間の距離は、遊技球の直径未満と
なっている。なお、かかる距離を遊技球の半径未満とするのが好ましい。
【０２２８】
　球退避部２９０の底部２９０ａは外側開口部２７９に向けて下り傾斜となっており、球
退避部２９０は外側開口部２７９に対して連通されている。また、上記のとおり受口部２
７５は前扉枠１４の回動軸２８２よりも後方にあり、前扉枠１４の開放に際しての球退避
部２９０の回動範囲には、本体側下皿通路部２６３の下方領域の一部が含まれる。
【０２２９】
　以上のように球退避部２９０が設けられておりその回動範囲が上記のとおり設定されて
いることにより、前扉枠１４の開放開始に際して前扉側下皿通路部２７３と本体側下皿通
路部２６３との境界部分であって本体側下皿通路部２６３寄りの位置（図２４においてＢ
３の位置）に遊技球があったとしても、その遊技球は球退避部２９０に退避され得る。つ
まり、当該位置にある遊技球は、前扉枠１４の開放操作に際して本体側通路ユニット２６
１の手前側通路壁２６５に当たり、球退避部２９０に向けて押し込まれるため、当該球退
避部２９０に退避される。よって、球詰まりの発生が抑制され前扉枠１４の開放操作を円
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滑に行うことが可能となる。また、球退避部２９０の底部２９０ａは上記のとおり外側開
口部２７９に向けて下り傾斜となっているので球退避部２９０に退避した遊技球は自重に
より外側開口部２７９内に入る。
【０２３０】
　＜戻り球通路部２９９＞
　次に、戻り球通路部２９９について説明する。
【０２３１】
　前扉側通路ユニット２７１には、図１９等に示すように、戻り球通路形成部２８１が受
口部２７５や通路形成部２７６と一体的に形成されている。戻り球通路形成部２８１は、
前扉側下皿通路部２７３における上下領域２８５と下流側左右領域２８６とのコーナ部分
の内側に設けられており、上方に開放された回収口２８１ａを有している。なお、回収口
２８１ａの上縁は、上流側左右領域２８４及び上下領域２８５の上壁２８７の上面２８７
ａよりも低位にある。
【０２３２】
　戻り球通路形成部２８１の回収口２８１ａは、前扉枠１４を本体枠１３に閉鎖した状態
において、遊技球発射機構１１０の発射レール１１２と遊技盤８１の内，外レール部１０
１，１０２との間に位置している。したがって、遊技球発射機構１１０から発射されたが
遊技領域まで至らず、内，外レール部１０１，１０２によって構成される誘導レールを逆
流してくる戻り球は回収口２８１ａから戻り球通路形成部２８１内に入る。
【０２３３】
　この戻り球通路形成部２８１内に入った遊技球は、戻り球通路形成部２８１に形成され
た戻り球通路部２９９を通って下皿３４に排出される。戻り球通路部２９９は、遊技球１
個分よりも若干大きい程度の通路幅及び通路高さを有しており、複数の遊技球が通路幅方
向に並ぶこと、及び途中位置にて複数の遊技球が積み重なることが防止されている。また
、戻り球通路部２９９は、回収口２８１ａを入口として概ね左右方向に延び、前扉側通路
ユニット２７１における受口部２７５側とは反対側の端部に出口２９９ａを有している（
図１８参照）。この出口２９９ａは、下皿３４において前扉側下皿通路部２７３を通過し
た遊技球用の球入口３４ａとは別に設けられた球入口３４ｂに通じている（以下、球入口
３４ａを第１球入口３４ａ、球入口３４ｂを第２球入口３４ｂともいう）。つまり、戻り
球通路部２９９は、前扉側下皿通路部２７３とは別に設けられており、戻り球通路部２９
９に導入された遊技球は前扉側下皿通路部２７３を通過する遊技球とは完全に別経路で下
皿３４に排出される。
【０２３４】
　ここで、下皿３４において、第２球入口３４ｂは第１球入口３４ａに対して左右方向に
ずらした位置に形成されている。詳細には、戻り球通路部２９９は、前扉側下皿通路部２
７３の下流側よりも遊技球流下方向で見て外方（横方）に延長させて形成されており、こ
の延長させた距離分、第２球入口３４ｂは第１球入口３４ａに対して横方にずれた位置に
ある。これにより、前扉側下皿通路部２７３を通過した遊技球と、戻り球通路部２９９を
通過した遊技球とが同時に下皿３４に排出される場合において、それら両遊技球が衝突す
ることが回避される。これら遊技球が衝突すると相互の跳ね返りにより遊技球が下皿３４
の外方に飛び出てしまうおそれがあるが、上記のとおり両遊技球の衝突が回避されている
ことでかかる飛び出しのおそれが低減されている。
【０２３５】
　上記のように戻り球通路部２９９が、前扉側下皿通路部２７３の下流側よりも遊技球流
下方向で見て外方（横方）に延長させて形成されていることにより、下皿３４にて第１球
入口３４ａと第２球入口３４ｂとを左右方向にずらすようにした構成において、戻り球通
路部２９９の通路長を極力長く確保することができる。
【０２３６】
　さらにまた、下皿３４において、第２球入口３４ｂは第１球入口３４ａに対して左右方
向にずらした位置に形成されているだけでなく、第１球入口３４ａに対して上方にずらし
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た位置に形成されている。これにより、下皿３４に多数の遊技球が貯留されたとしても、
その貯留された遊技球は第２球入口３４ｂよりも先に第１球入口３４ａの位置に達するこ
ととなる。したがって、前扉側下皿通路部２７３に比べ、戻り球通路部２９９に遊技球が
待機しづらくなる。また、両通路部２７３，２９９に遊技球が待機したとしても、第２球
入口３４ｂが第１球入口３４ａよりも上方にあることにより、戻り球通路部２９９の方が
待機の解消が行い易くなっている。
【０２３７】
　なお、第１球入口３４ａと第２球入口３４ｂとを同じ高さ位置としてもよい。この場合
、第２球入口３４ｂを第１球入口３４ａよりも上方としたことによる上記効果は得られな
いが、左右方向に並設した上記効果は依然として得られる。
【０２３８】
　戻り球通路部２９９は、図１９及び図２０に示すように、その途中位置に曲がり部２９
９ｂ，２９９ｃを有しており、遊技球の流下方向が前後方向や上下方向に変更されるよう
になっている。これにより、曲がり部２９９ｂ，２９９ｃを有しない構成に比して、戻り
球通路部２９９の通路長が長く確保され、戻り球通路部２９９にて待機可能な遊技球の数
を極力多くすることができる。
【０２３９】
　戻り球通路部２９９は、前扉側下皿通路部２７３の上方にあり、戻り球通路部２９９が
占めるパチンコ機１０の前後方向の領域と、前扉側下皿通路部２７３が占めるパチンコ機
１０の前後方向の領域とは上下に重なっている。これにより、前扉側通路ユニット２７１
に前扉側下皿通路部２７３及び戻り球通路部２９９を設けた構成において、前扉側通路ユ
ニット２７１の体格の縮小化、すなわち前扉側通路ユニット２７１のコンパクト化が図ら
れる。また、戻り球通路部２９９は、その少なくとも一部が前扉側下皿通路部２７１に沿
うようにして形成されている。この点からも、前扉側通路ユニット２７１の体格の縮小化
、すなわち前扉側通路ユニット２７１のコンパクト化が図られている。
【０２４０】
　＜戻り球検知センサ３００＞
　次に、戻り球検知センサ３００について説明する。
【０２４１】
　戻り球通路形成部２８１には、図１９等に示すように、戻り球通路部２９９を通過する
遊技球を検知するように戻り球検知センサ３００が設けられている。戻り球検知センサ３
００は、満杯検知センサ２８０と同様に、磁気検知タイプの近接センサにて構成されてお
り、検知範囲内を遊技球が通過する際の磁界の変化が検知されて電気信号として出力され
る。なお、戻り球検知センサ３００は磁気検知タイプの近接センサに限定されることはな
く、フォトセンサやリミットセンサなどを用いてもよい。
【０２４２】
　戻り球検知センサ３００は主制御装置１６２に対して電気信号を出力する。主制御装置
１６２では、戻り球検知センサ３００の検知結果に基づいて、遊技球発射機構１１０によ
る遊技球の発射を禁止する。これにより、下皿３４が満杯状態となり、戻り球通路部２９
９において戻り球検知センサ３００の位置まで遊技球が連なった場合には、それ以上の遊
技球の発射が禁止される。したがって、戻り球通路部２９９から遊技球が溢れてしまうこ
とが防止される。なお、かかる発射の禁止は、戻り球検知センサ３００にて遊技球が検知
されなくなることにより解除される。
【０２４３】
　ここで、戻り球検知センサ３００は、戻り球通路部２９９における上流側に対して設け
られている。より詳細には、回収口２８１ａの真下部分である入口領域２９９ｄにおける
底壁の下方に、戻り球検知センサ３００が取り付けられている。このように入口領域２９
９ｄに対して戻り球検知センサ３００を設けることで、戻り球通路部２９９における戻り
球検知センサ３００の検知位置よりも下流側領域を、上流側領域よりも広くすることがで
きる。したがって、戻り球検知センサ３００の検知位置に遊技球が待機しづらくなる。よ
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って、戻り球通路部２９９から遊技球が溢れてしまうことを防止しつつ、遊技球の発射が
禁止される状況を極力生じさせないようにすることができる。
【０２４４】
　上記のように戻り球検知センサ３００の位置が設定された構成において、戻り球通路部
２９９における戻り球検知センサ３００の検知位置よりも上流側には、少なくとも１個の
遊技球が待機可能な領域が確保されている（図１９において領域Ｙ＞Ｒ）。これにより、
遊技球の発射の禁止が実行される場合、その発射の禁止を回収口２８１ａから遊技球が溢
れない範囲内で余裕を持って行うことが可能となる。
【０２４５】
　＜球受け構造＞
　次に、前扉枠１４の開放操作に際しての球受け構造について説明する。
【０２４６】
　前扉枠１４の開閉は上皿３３が満杯状態において行われることがある。この場合に、受
口部２７５の内側開口部２７８が遊技球で満たされている状態で前扉枠１４が開閉される
と、その開閉の際の振動等によって内側開口部２７８にある遊技球が庇部２７５ａを乗り
上げ零れ落ちてしまうおそれがある。これに対して、その零れ球に対する球受け構造が設
けられている。
【０２４７】
　この球受け構造は前扉側通路ユニット２７１の通路形成部２７６に設けられている。詳
細には、図１９及び図２０に示すように、球受け構造は通路形成部２７６における前扉側
下皿通路部２７３の上流側左右領域２８４及び上下領域２８５の上壁２８７に設けられて
いる。
【０２４８】
　上壁２８７は、受口部２７５における内側開口部２７８の下方を通って、前扉側下皿通
路部２７３の遊技球流下方向に緩やかに下り傾斜となっている。また、上壁２８７は、平
面視で内側開口部２７８に対して左右に並んでいる。つまり、上壁２８７が内側開口部２
７８の下方の位置から前扉枠１４の回動先端側に延びていると言える。
【０２４９】
　上壁２８７におけるパチンコ機１０後側端部には、上面２８７ａから起立させて左右方
向に延びる突条部２８８が一体形成されている。また、上壁２８７におけるパチンコ機１
０前側端部には、前扉側通路ユニット２７１の板状部２７１ａがある。かかる構成により
、上壁２８７の上面２８７ａには突条部２８８と板状部２７１ａとの間に球受け通路２８
９が形成されている。
【０２５０】
　球受け通路２８９は、上壁２８７が上記のとおり形成されていることにより、受口部２
７５における内側開口部２７８の下方から前扉枠１４の回動先端側に向けて延びており、
当該回動先端側に向けて下り傾斜となっている。ここで、上記のとおり、前扉側下皿通路
部２７３における上下領域２８５と下流側左右領域２８６とのコーナ部分の内側に戻り球
通路形成部２８１が設けられており、戻り球通路形成部２８１の開口部の上縁は、上壁２
８７の上面２８７ａよりも低位にある。すなわち、球受け通路２８９の先には戻り球通路
形成部２８１があり、当該戻り球通路形成部２８１の開口部の上縁は球受け通路２８９よ
りも低位にある。したがって、球受け通路２８９は、戻り球通路形成部２８１に通じてお
り、さらには戻り球通路部２９９に通じている。
【０２５１】
　以上のように球受け通路２８９が設けられていることにより、前扉枠１４の開閉の際の
振動等によって内側開口部２７８から遊技球が零れ落ちたとしても、その遊技球は球受け
通路２８９によって受けられる。この受けられた遊技球は球受け通路２８９を流下するこ
とで戻り球通路形成部２８１に導入され、戻り球通路部２９９を通って下皿３４に排出さ
れる。これにより、零れ球を遊技ホールなどに散乱させることなく下皿３４に排出するこ
とができる。
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【０２５２】
　特に、零れ球は、前扉枠１４の回動に際しての遠心力により、内側開口部２７８から前
扉枠１４の回動先端側に落下するものと考えられる。この場合に、上記のとおり球受け通
路２８９が内側開口部２７８の下方から回動先端側に延びるようにして設けられているこ
とにより、球受け通路２８９において零れ球を受け易くなる。また、仮に内側開口部２７
８から前扉枠１４の回動基端側に遊技球が落下したとしても、その零れ球は外側開口部２
７９にて受けられる。
【０２５３】
　なお、上記のとおり受口部２７５には球退避部２９０が設けられている。したがって、
前扉枠１４の開閉に際して外側開口部２７９から前扉枠１４の回動基端側に零れ球が落下
したとしても、その零れ球は球退避部２９０にて受けられ得る。この点から、球退避部２
９０は、球詰まり抑制構造としての機能だけでなく、球受け構造としての機能も有する。
また、外側開口部２７９から前扉枠１４の回動先端側に零れ球が落下した場合には、その
零れ球は内側開口部２７８にて受けられる。
【０２５４】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図２５のブロック図に基づいて説明する
。図２５では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０２５５】
　主制御装置１６２に設けられた主制御基板３０１には、主制御回路３０２と停電監視回
路３０３とが内蔵されている。主制御回路３０２には、ＣＰＵ３１１が搭載されている。
ＣＰＵ３１１には、当該ＣＰＵ３１１により実行される各種の制御プログラムや固定値デ
ータを記憶したＲＯＭ３１２と、そのＲＯＭ３１２内に記憶される制御プログラムの実行
に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ３１３と、割込回
路やタイマ回路、データ入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０２５６】
　ＲＡＭ３１３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御装置２４
３に設けられた電源及び発射制御基板３２１からデータ記憶保持用電力が供給されてデー
タが保持される構成となっている。
【０２５７】
　ＣＰＵ３１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバスラインを介して入出
力ポートが接続されている。主制御回路３０２の入力側には、主制御基板３０１に設けら
れた停電監視回路３０３、払出制御装置２４２に設けられた払出制御基板３２２及びその
他図示しないスイッチ群などが接続されている。この場合に、停電監視回路３０３には電
源及び発射制御基板３２１が接続されており、主制御回路３０２には停電監視回路３０３
を介して電力が供給される。
【０２５８】
　一方、主制御回路３０２の出力側には、停電監視回路３０３、払出制御基板３２２及び
中継端子板３２３が接続されている。払出制御基板３２２には、賞球コマンドなどといっ
た各種コマンドが出力される。中継端子板３２３を介して主制御回路３０２から音声ラン
プ制御装置１４３に設けられた音声ランプ制御基板３２４に対して各種コマンドなどが出
力される。
【０２５９】
　停電監視回路３０３は、主制御回路３０２と電源及び発射制御基板３２１とを中継し、
また電源及び発射制御基板３２１から出力される最大電源である直流安定２４ボルトの電
源を監視する。
【０２６０】
　払出制御基板３２２は、払出装置２２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
る。演算装置であるＣＰＵ３３１は、そのＣＰＵ３３１により実行される制御プログラム
や固定値データ等を記憶したＲＯＭ３３２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ３
３３とを備えている。
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【０２６１】
　払出制御基板３２２のＲＡＭ３３３は、主制御回路３０２のＲＡＭ３１３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御基板３２１からデータ記憶保持
用電力が供給されてデータが保持される構成となっている。なお、主制御回路３０２から
出力された賞球コマンドに含まれる賞球数の情報は、ＲＡＭ（賞球数記憶手段）３３３に
記憶保持される。そして、遊技球の払い出しが一旦停止されたとしても、その停止の解除
後においてＲＡＭ３３３に賞球数の情報が記憶保持されている場合には、遊技球の払い出
しが再開される。
【０２６２】
　払出制御基板３２２のＣＰＵ３３１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スラインを介して入出力ポートが接続されている。払出制御基板３２２の入力側には、主
制御回路３０２、電源及び発射制御基板３２１、及び裏パック基板２２９が接続されてい
る。また、払出制御基板３２２の出力側には、主制御回路３０２及び裏パック基板２２９
が接続されている。
【０２６３】
　電源及び発射制御基板３２１は、電源部と発射制御部とを備えている。電源部は、二重
線矢印で示す経路を通じて、主制御回路３０２や払出制御基板３２２等に対して各々に必
要な動作電力を供給する。発射制御部は、遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作に
したがって遊技球発射機構１１０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構１１０は
所定の発射条件が整っている場合に駆動される。
【０２６４】
　音声ランプ制御基板３２４は、各種ランプ部２３～２５やスピーカ部２６、及び表示制
御装置３２５を制御するものである。演算装置であるＣＰＵ３４１は、そのＣＰＵ３４１
により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ３４２と、ワークメ
モリ等として使用されるＲＡＭ３４３とを備えている。
【０２６５】
　音声ランプ制御基板３２４のＣＰＵ３４１にはアドレスバス及びデータバスで構成され
るバスラインを介して入出力ポートが接続されている。音声ランプ制御基板３２４の入力
側には中継端子板３２３に中継されて主制御回路３０２が接続されており、主制御回路３
０２から出力される各種コマンドに基づいて、各種ランプ部２３～２５、スピーカ部２６
、及び表示制御装置３２５を制御する。表示制御装置３２５は、音声ランプ制御基板３２
４から入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置９１を制御する。
【０２６６】
　次に、遊技球の払い出しに関する電気的構成及び遊技球の発射に関する電気的構成につ
いて、図２６のブロック図に基づいて説明する。先ず遊技球の払い出しに関する電気的構
成について説明する。
【０２６７】
　主制御基板３０１の入力側には、遊技球の検知スイッチである入賞口スイッチ１５２、
カウントスイッチ１５３、及び作動口スイッチ１５４が接続されている。入賞口スイッチ
１５２は一般入賞口８２に入った遊技球を検知し、カウントスイッチ１５３は可変入賞装
置８３に入った遊技球を検知し、作動口スイッチ１５４は作動口８４に入った遊技球を検
知する。また、主制御基板３０１の入力側には、前扉開放スイッチ７８又は満杯検知セン
サ２８０が接続されている。
【０２６８】
　主制御基板３０１は、上記各スイッチ１５２，１５３，１５４から検知信号を入力した
場合には、その検知信号を入力したスイッチ１５２，１５３，１５４に対応した賞球コマ
ンドを払出制御基板３２２に出力する。また、前扉開放スイッチ７８又は満杯検知センサ
２８０から入力した検知信号に基づいて払出停止コマンドを払出制御基板３２２に出力す
る。つまり、前扉枠１４が開放された場合、及び下皿３４が満杯状態となった場合に、払
出停止コマンドを出力する。
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【０２６９】
　払出制御基板３２２は、主制御基板３０１から賞球コマンドを入力することにより、そ
の賞球コマンドに含まれる賞球情報に応じた数の遊技球の払い出しを実行するよう払出装
置２２４を駆動制御する。これにより、賞球の払い出しが実行される。また、払出制御基
板３２２は、主制御基板３０１から払出停止コマンドを入力することにより、遊技球の払
い出しを行っている途中であったとしても当該払い出しを停止するよう払出装置２２４を
停止制御する。
【０２７０】
　次に、遊技球の発射に関する電気的構成について説明する。
【０２７１】
　主制御基板３０１の入力側及び出力側には、既に説明したとおり電源及び発射制御基板
３２１が接続されている。また、主制御基板３０１の入力側には、戻り球検知センサ３０
０が接続されている。
【０２７２】
　電源及び発射制御基板３２１の入力側には、遊技球発射ハンドル４１に設けられた発射
スイッチ３４５、タッチセンサ３４６及び止め打ちスイッチ３４７が接続されている。発
射スイッチ３４５は遊技球発射ハンドル４１が操作されたことを検知し、タッチセンサ３
４６は遊技者が遊技球発射ハンドル４１に触れていることを検知する。また、止め打ちス
イッチ３４７は、遊技球発射ハンドル４１を操作した状態で遊技球の発射を止めるべく操
作される。電源及び発射制御基板３２１の出力側には、発射ソレノイド１１１が接続され
ている。
【０２７３】
　電源及び発射制御基板３２１では、発射スイッチ３４５及びタッチセンサ３４６がオン
、止め打ちスイッチ３４７がオフの状態となった場合に限って発射許可信号を主制御基板
３０１に出力する。
【０２７４】
　主制御基板３０１は、当該発射許可信号の入力に基づいて所定周期の発射制御信号を電
源及び発射制御基板３２１に出力する。これにより、電源及び発射制御基板３２１は、発
射制御信号の入力周期に従って発射ソレノイド１１１を駆動する。但し、戻り球検知セン
サ３００からの検知信号の入力状況によっては、発射許可信号を入力していたとしても主
制御基板３０１は発射制御信号を出力しない。
【０２７５】
　次に、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１により実行される払出停止処理を図２７のフロ
ーチャートを参照しながら説明する。なお、払出停止処理は所定周期（例えば、４ｍｓｅ
ｃ）で繰り返し実行される。
【０２７６】
　払出停止処理では、先ずステップＳ１１にてＲＡＭ３１３に設けられた払出停止中フラ
グ格納エリアに払出停止中フラグが格納されているか否かを判定する。かかる払出停止中
フラグは、払出制御基板３２２に対して払出停止コマンドを出力することにより格納され
、払出制御基板３２２に対して停止解除コマンドを出力することにより消去されるフラグ
である。
【０２７７】
　払出停止中フラグが格納されていない場合には、ステップＳ１１にて否定判定をし、ス
テップＳ１２～ステップＳ１４の払出停止設定処理を実行する。当該払出停止設定処理で
は、ステップＳ１２にて前扉開放スイッチ７８から検知信号を入力しているか否かを判定
し、ステップＳ１３にて満杯検知センサ２８０から検知信号を入力しているか否かを判定
する。前扉開放スイッチ７８及び満杯検知センサ２８０のいずれからも検知信号を入力し
ていない場合には、ステップＳ１２及びステップＳ１３の双方にて否定判定をし、そのま
ま本処理を終了する。
【０２７８】



(40) JP 2008-200387 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

　前扉開放スイッチ７８又は満杯検知センサ２８０のいずれかから検知信号を入力してい
た場合には、ステップＳ１２又はステップＳ１３のいずれかで肯定判定をし、ステップＳ
１４に進む。なお、満杯検知センサ２８０から検知信号を入力している場合には、その入
力により即座に肯定判定をするのではなく、所定期間に亘って検知信号を入力した場合に
肯定判定をする。下皿３４が満杯状態でない場合において前扉側下皿通路部２７３を通過
する遊技球により満杯検知センサ２８０がＯＮされてしまうからである。
【０２７９】
　ステップＳ１４では、払出制御基板３２２に対して払出停止コマンドを出力するととも
に、払出停止中フラグを格納する。その後、本処理を終了する。払出制御基板３２２にお
いては、当該払出停止コマンドを入力することにより払出装置２２４を停止制御する。ま
た、主制御基板３０１から後述する停止解除コマンドを入力する前に、当該主制御基板３
０１から賞球コマンドを入力したとしても、払出装置２２４の駆動制御を開始しない。
【０２８０】
　一方、払出停止中フラグが格納されている場合には、ステップＳ１１にて肯定判定をし
、ステップＳ１５及びステップＳ１６の払出停止解除処理を実行する。当該払出停止解除
処理では、ステップＳ１５にて前扉開放スイッチ７８及び満杯検知センサ２８０のいずれ
からも検知信号を入力していないか否かを判定し、いずれかから検知信号を入力している
場合には否定判定をし、そのまま本処理を終了する。
【０２８１】
　前扉開放スイッチ７８及び満杯検知センサ２８０のいずれからも検知信号を入力してい
ない場合には肯定判定をし、ステップＳ１６に進む。ステップＳ１６では、払出制御基板
３２２に対して停止解除コマンドを出力するとともに、払出停止中フラグを消去する。そ
の後、本処理を終了する。払出制御基板３２２においては、当該停止解除コマンドを入力
することにより、賞球が残っている場合には払出装置２２４の駆動制御を開始する。
【０２８２】
　次に、主制御基板３０１のＣＰＵ３１１により実行される遊技球発射制御処理を図２８
のフローチャートを参照しながら説明する。なお、遊技球発射制御処理は所定周期（例え
ば、４ｍｓｅｃ）で繰り返し実行される。
【０２８３】
　遊技球発射制御処理では、先ずステップＳ２１にて発射禁止設定処理を実行する。ここ
で、発射禁止設定処理について図２９のフローチャートを参照しながら説明する。
【０２８４】
　発射禁止設定処理では、先ずステップＳ３１にてＲＡＭ３１３に設けられた発射禁止フ
ラグ格納エリアに発射禁止フラグが格納されているか否かを判定する。発射禁止フラグは
遊技球の発射が禁止される場合に格納され、その禁止された状態が解除される場合に消去
される。発射禁止フラグが格納されていない場合には、ステップＳ３２に進む。
【０２８５】
　ステップＳ３２では、戻り球検知センサ３００がＯＮとなっているか否かを判定する。
戻り球検知センサ３００がＯＮとなっていない場合には、ステップＳ３３にて戻り球検知
カウンタＭＣを「０」クリアした後に本発射禁止設定処理を終了する。戻り球検知カウン
タＭＣは、戻り球検知センサ３００のＯＮ継続期間を計測するためのカウンタである。戻
り球検知センサ３００がＯＮとなっている場合には、ステップＳ３４にて戻り球検知カウ
ンタＭＣを１加算する。
【０２８６】
　続くステップＳ３５では、戻り球検知カウンタＭＣにより計測したＯＮ継続期間が基準
期間に達したか否かを判定する。具体的には、戻り球検知カウンタＭＣが「５０」以上か
否かを判定する。ここで、発射禁止設定処理は４ｍｓｅｃ毎に実行されるものである。し
たがって、本実施の形態では基準期間は０．２ｓｅｃに設定されている。なお、この基準
期間は任意であり、０．２ｓｅｃ未満であってもよく、０．２ｓｅｃを超えてもよい。
【０２８７】
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　ＯＮ継続期間が基準期間に達していない場合には、そのまま本発射禁止設定処理を終了
する。ＯＮ継続期間が基準期間に達している場合には、ステップＳ３６に進む。ステップ
Ｓ３６では、発射禁止フラグを格納する。これにより、後述するように主制御基板３０１
から発射制御信号が出力されることが防止され、遊技球の発射が禁止される。ここで、上
記のように戻り球検知センサ３００がＯＮとなった場合に即座に発射禁止フラグを格納す
るのではなく、ＯＮ継続期間が基準期間に達した場合に発射禁止フラグを格納することに
より、戻り球通路部２９９にて遊技球が連なっていない状況で当該戻り球通路部２９９を
遊技球が通過しただけで遊技球の発射が禁止されてしまうことを防止することができる。
【０２８８】
　また、ステップＳ３６では、報知コマンドを音声ランプ制御基板３２４に向けて出力す
る。音声ランプ制御基板３２４では、報知コマンドを入力することにより、スピーカ部２
６を制御し下皿３４の満杯状態を解除すべき旨の報知音声（又は報知音）の出力を開始さ
せる。なお、当該報知の仕方はこれに限定されることはなく、例えば図柄表示装置９１に
て下皿３４の満杯状態を解除すべき旨の表示を行う構成としてもよい。その後、本発射禁
止設定処理を終了する。
【０２８９】
　一方、発射禁止フラグが格納されている場合には、ステップＳ３１にて肯定判定をし、
ステップＳ３７に進む。ステップＳ３７では、戻り球検知センサ３００がＯＦＦとなった
か否かを判定する。戻り球検知センサ３００がＯＦＦとなっていない場合には、そのまま
本発射禁止設定処理を終了する。戻り球検知センサ３００がＯＦＦとなっている場合には
、ステップＳ３８に進む。
【０２９０】
　ステップＳ３８では、発射禁止フラグを消去する。これにより、遊技球の発射が禁止さ
れた状態が解除される。また、ステップＳ３８では、報知解除コマンドを音声ランプ制御
基板３２４に向けて出力する。音声ランプ制御基板３２４では、報知解除コマンドを入力
することにより、スピーカ部２６からの報知音声（又は報知音）の出力を停止させる。そ
の後、本発射禁止設定処理を終了する。
【０２９１】
　遊技球発射制御処理（図２８）の説明に戻り、ステップＳ２１にて発射禁止設定処理を
実行した後は、ステップＳ２２にて発射カウンタＨＣを１加算する。続くステップＳ２３
では、発射カウンタＨＣの値が１５０以上であるか否かを判定する。かかる場合に、遊技
球発射制御処理は４ｍｓｅｃ毎に実行されるものであり、発射カウンタＨＣが０から１５
０に達する間には０．６ｓｅｃの時間が必要となる。なお、この発射周期は０．６ｓｅｃ
に限定されることはなく、０．６ｓｅｃ未満であってもよく、０．６ｓｅｃを超えてもよ
い。
【０２９２】
　発射カウンタＨＣの値が１５０未満の場合には、そのまま本遊技球発射制御処理を終了
する。一方、発射カウンタＨＣの値が１５０以上の場合には、ステップＳ２４にて発射カ
ウンタＨＣを０クリアし、ステップＳ２５に進む。
【０２９３】
　ステップＳ２５では、発射禁止フラグが格納されているか否かを判定する。発射禁止フ
ラグが格納されている場合には、そのまま本遊技球発射制御処理を終了する。発射禁止フ
ラグが格納されていない場合には、ステップＳ２６にてＲＡＭ３１３に設けられた発射許
可フラグ格納エリアに発射許可フラグが格納されているか否かを判定する。発射許可フラ
グは、電源及び発射制御基板３２１から発射許可信号が出力されることにより格納される
フラグである。発射許可フラグが格納されている場合には、そのまま本遊技球発射制御処
理を終了する。発射許可フラグが格納されている場合には、ステップＳ２７にて電源及び
発射制御基板３２１に発射制御信号を出力し、発射許可フラグが格納されていない場合に
は、発射制御信号を出力することなく本遊技球発射制御処理を終了する。電源及び発射制
御基板３２１は１の発射制御信号を入力することにより、発射ソレノイド１１１を１回励
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磁し、遊技球を１個発射させる。
【０２９４】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２９５】
　発射されたものの遊技領域の上部に到達することなく内，外レール部１０１，１０２を
逆流してくる戻り球を戻り球通路部２９９を介して下皿３４に排出するようにした構成に
おいて、戻り球通路部２９９を通過する遊技球を検知するように戻り球検知センサ３００
を設けるとともに、当該戻り球検知センサ３００の検知結果に基づいて遊技球の発射を禁
止するようにした。これにより、例えば下皿３４が満杯状態で多数の戻り球が生じたとし
ても、戻り球通路形成部２８１の開放部２８１ａ（以下、回収口という）から遊技球が溢
れる前のタイミングで遊技球の発射が禁止され、結果的に回収口から遊技球が溢れてしま
うことが抑制される。
【０２９６】
　例えば、回収口から遊技球が溢れてしまう場合を想定すると、その溢れた遊技球が遊技
球発射機構１１０からの遊技球の発射経路上にきてしまうおそれがあり、遊技領域への遊
技球の誘導が阻害されてしまう。そして、この誘導が阻害された遊技球等は、回収口が溢
れていることに伴って当該回収口にて受けられず、パチンコ機１０内部にて散乱してしま
うおそれがある。この場合、遊技者の持ち球が遊技に用いられることなく消失してしまう
こととなり、また散乱する位置によってはパチンコ機１０の構成部品の破損等を招くおそ
れもある。これに対して、上記のとおり回収口から遊技球が溢れてしまうことが抑制され
、上記不都合が発生する可能性が低減される。
【０２９７】
　戻り球通路部２９９における戻り球検知センサ３００の検知位置よりも下流側領域を、
上流側領域よりも広くした。これにより、多数の戻り球が生じたとしても遊技球の発射が
禁止される可能性が低減される。つまり、本構成によれば、回収口から遊技球が溢れてし
まうことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減することができる。
【０２９８】
　戻り球通路部２９９における戻り球検知センサ３００の検知位置よりも上流側には少な
くとも１個の遊技球が待機可能な領域を確保した。これにより、遊技球の発射の禁止を実
行する場合、その発射の禁止を回収口から遊技球が溢れない範囲内で余裕を持って行うこ
とが可能となる。
【０２９９】
　戻り球通路部２９９には曲がり部２９９ｂ，２９９ｃを形成したことにより、直線的に
形成する構成に比して、戻り球通路部２９９の通路長を長く確保することができる。そし
て、かかる通路長を長く確保することで、戻り球検知センサ３００の検知位置を設定する
上での自由度を高められる。また、戻り球検知センサ３００の検知位置を戻り球通路部２
９９の上流側に設定することができ、検知位置にて遊技球が待機する可能性が低減され、
遊技球の発射が禁止される可能性が低減される。つまり、回収口から遊技球が溢れてしま
うことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減することができる。
【０３００】
　前扉側下皿通路部２７３とは別に戻り球通路部２９９を設け、それら各通路部２７３，
２９９の下皿３４への排出口を別に設けた。これにより、戻り球通路部２９９を通過する
遊技球の経路が、前扉側下皿通路部２７３を通過する遊技球に対して異なるものとなる。
よって、戻り球通路部２９９を介した戻り球の排出が前扉側下皿通路部２７３の状況に依
存することなく行われ、戻り球通路部２９９にて遊技球が待機する可能性が低減される。
つまり、本構成によれば、回収口から遊技球が溢れてしまうことを抑制しつつ、遊技球の
発射が禁止される可能性を低減することができる。
【０３０１】
　戻り球通路部２９９に遊技球が待機した場合に遊技球の発射が禁止される構成において
は、戻り球通路部２９９における遊技球の待機状態の解除を前扉側下皿通路部２７３の待
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機状態の解除よりも簡易的に行えることが好ましい。なぜなら、大当たり中などに遊技球
の発射が禁止されると、当該大当たりの発生により本来得られた特典（利益）を消失して
しまうおそれがあるからである。これに対して、前扉側下皿通路部２７３にて遊技球が待
機し、遊技球の払い出しが停止されたとしても、遊技者は特典を消失してしまうことはな
い。賞球の数は払出制御装置２４２のＲＡＭ３３３にて記憶保持され、前扉側下皿通路部
２７３に遊技球が待機している状態が解除された場合には賞球の払い出しが再開されるか
らである。かかる事情において、上記のように各排出口を別に設けたことにより、下皿３
４に多数の遊技球が貯留され前扉側下皿通路部２７３と戻り球通路部２９９との両方に遊
技球が待機した場合、前扉側下皿通路部２７３の待機状態の解除までをも要することなく
、戻り球通路部２９９の待機状態の解除のみを行うことができる。つまり、戻り球通路部
２９９の待機状態の解除を簡易的に行うことができる。
【０３０２】
　下皿３４において、戻り球通路部２９９の排出口（第２球入口３４ｂ）を前扉側下皿通
路部２７３の排出口（第１排出口３４ａ）に対して左右方向にずらした位置に形成した。
これにより、前扉側下皿通路部２７３を通過した遊技球と戻り球通路部２９９を通過した
遊技球とが同時に下皿３４に排出される場合において、それら両遊技球が衝突することが
回避される。これら遊技球が衝突すると相互の跳ね返りにより遊技球が下皿３４の外方に
飛び出してしまうおそれがあるが、上記のとおり両遊技球の衝突が回避されることでかか
る飛び出しのおそれが低減される。
【０３０３】
　戻り球通路部２９９の下流側を前扉側下皿通路部２７３の下流側に対して横方向に延長
させることで、戻り球通路部２９９の排出口を前扉側下皿通路部２７３の排出口に対して
左右方向にずらした。これにより、戻り球通路部２９９の排出口を前扉側下皿通路部２７
３の排出口に対して左右方向にずらすようにした構成において、戻り球通路部２９９の通
路長を極力長く確保することができる。そして、かかる通路長を極力長く確保することで
、戻り球検知センサ３００の検知位置を設定する上での自由度を高められる。また、戻り
球検知センサ３００の検知位置を戻り球通路部２９９の上流側に設定することができ、検
知位置にて遊技球が待機する可能性が低減され、遊技球の発射が禁止される可能性が低減
される。つまり、回収口から遊技球が溢れてしまうことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁
止される可能性を低減することができる。
【０３０４】
　遊技者の持ち球の貯留容量を極力大きく確保すべく前扉側下皿通路部２７３を少なくと
も左右方向に延ばして形成した構成において、戻り球通路部２９９を前扉側下皿通路部２
７３に沿うようにして少なくとも左右方向に延ばして形成した。これにより、戻り球通路
部２９９の通路長を極力長く確保することができる。そして、かかる通路長を極力長く確
保することで、戻り球検知センサ３００の検知位置を設定する上での自由度を高められる
。また、戻り球検知センサ３００の検知位置を戻り球通路部２９９の上流側に設定するこ
とができ、検知位置にて遊技球が待機する可能性が低減され、遊技球の発射が禁止される
可能性が低減される。つまり、回収口から遊技球が溢れてしまうことを抑制しつつ、遊技
球の発射が禁止される可能性を低減することができる。
【０３０５】
　戻り球通路部２９９を前扉側下皿通路部２７３に対して上下方向に並設するとともに、
戻り球通路部２９９が占めるパチンコ機１０前後方向の領域を、前扉側下皿通路部２７３
が占めるパチンコ機１０前後方向の領域に対して上下方向に重ならせた。これにより、パ
チンコ機１０において前扉側下皿通路部２７３及び戻り球通路部２９９の両通路部が占め
る領域の縮小化が図られ、パチンコ機１０の設計の自由度が高められる。
【０３０６】
　満杯検知センサ２８０を前扉側下皿通路部２７３における回収口の下方領域よりも上流
側の上流側左右領域２８４に対して設けた。これにより、下皿３４が満杯状態となったと
しても、少なくとも前扉側下皿通路部２７３における上下領域２８５及び下流側左右領域
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２８６にて遊技球が連なり、上流側左右領域２８４にて遊技球が待機しない限り、払出装
置２２４からの遊技球の払い出しが停止されない。したがって、少なくとも上下領域２８
５及び下流側左右領域２８６が遊技球の待機領域となり、上下領域２８５や下流側左右領
域２８６に対して満杯検知センサ２８０を設ける構成に比して、遊技者の持ち球の貯留容
量を極力大きくすることができる。
【０３０７】
　また、上記のように前扉側下皿通路部２７３における戻り球通路部２９９の下方領域よ
りも上流側に対して満杯検知センサ２８０を設ける構成では、下皿３４が満杯状態となる
と、前扉側下皿通路部２７３における戻り球通路部２９９の下方領域の上流側まで遊技球
が連なることがある。この場合に、回収口にて回収した遊技球を前扉側下皿通路部２７３
における上下領域２８５や下流側左右領域２８６にて合流させる構成においては、戻り球
通路部２９９に遊技球が待機する可能性が高まる。これに対して、上記のとおり前扉側下
皿通路部２７３とは別に戻り球通路部２９９を設けたことにより、戻り球通路部２９９を
介した戻り球の排出が前扉側下皿通路部２７３の状況に依存することなく行われ、戻り球
通路部２９９にて遊技球が待機する可能性が低減される。つまり、本構成によれば、遊技
者の持ち球の貯留容量を極力大きくした構成において、回収口から遊技球が溢れてしまう
ことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減することができる。
【０３０８】
　前扉枠１４に窓部２１、上皿３３、及び下皿３４を設けユニット化した。従来のパチン
コ機においては、少なくとも窓部と下皿とがそれぞれ別ユニットとして設けられており、
窓部が下皿に対して独立して回動可能となっていたため、パチンコ機の前面部には上記各
ユニット間に境界が生じていた。この場合、当該境界から不正用治具などを挿入して行う
不正行為が想定される。また、かかる不正行為を抑制すべく各ユニット間の境界に対して
不正抑制構造を設けることもできるが、そうすると構成の複雑化を招いてしまう。さらに
、パチンコ機の前面部において境界が生じるのは、デザイン上好ましくない。これに対し
て、上記のとおり前扉枠１４に窓部２１、上皿３３、及び下皿３４が設けられているので
、窓部２１と下皿３４との間に境界が生じることはなく、上記不都合が抑制される。
【０３０９】
　この場合に、戻り球通路部２９９を前扉枠１４に対して設けた。これにより、上記のよ
うに前扉枠１４に窓部２１、上皿３３、及び下皿３４を設けた構成において、戻り球通路
部２９９にて遊技球が待機している状況で前扉枠１４を開放する必要が生じたとしても、
その開放操作に際して戻り球通路部２９９にて待機された遊技球がパチンコ機１０外部へ
流出してしまうことが抑制される。よって、前扉枠１４の開放操作を良好に行うことがで
きる。
【０３１０】
　前扉枠１４には、前扉側上皿通路部２７２と前扉側下皿通路部２７３とが形成された前
扉側通路ユニット２７１を設け、さらに前扉枠１４が開放された場合に本体側上皿通路部
２６２及び本体側下皿通路部２６３の遊技球の通過を阻止するシャッター部材２９３を設
けた。これにより、上記のように前扉枠１４に窓部２１、上皿３３、及び下皿３４を設け
た構成において、上皿３３や下皿３４が満杯状態である場合に前扉枠１４の開放を行う必
要が生じたとしても、その開放操作に際して上皿３３や下皿３４に貯留された遊技球や上
皿３３や下皿３４に向けて待機された遊技球がパチンコ機１０の外部へ流出してしまうこ
とを抑制することができる。
【０３１１】
　特に、本構成においては、本体枠１３を前後方向に貫通しないように前扉側通路ユニッ
ト２７１を形成した。かかる構成とすることにより、前扉側通路ユニット２７１における
前扉枠１４の後方への突出量が抑えられ、前扉側通路ユニット２７１を極力コンパクトな
ものとすることができる。本体枠１３を貫通させるようにして前扉側通路ユニット２７１
を形成する構成を想定すると、前扉枠１４の開放操作に際しての前扉側通路ユニット２７
１の回動範囲を確保するようにして本体枠１３に貫通孔などを形成する必要が生じる。こ
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の場合、本体枠１３の設計の自由度が低下するとともに、比較的大きな貫通孔を形成する
ことに伴って本体枠１３の強度低下を招くこととなる。また、前扉側通路ユニット２７１
における前扉枠１４の後方への突出量が大きくなり、前扉枠１４の開閉操作を良好に行え
なくなるおそれがある。これに対して、本構成によれば、かかる不都合の発生を抑制する
ことができる。
【０３１２】
　前扉側上皿通路部２７２及び前扉側下皿通路部２７３の球入口が形成された受口部２７
５を上方に開放させて形成した。これにより、前扉枠１４を開閉した際に受口部２７５に
ある遊技球が零れにくくなり、前扉枠１４の開閉操作を良好に行うことができる。
【０３１３】
　本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３の球出口２６２ａ，２６３ａに対
してシャッター部材２９３を出没させた。これにより、前扉枠１４が開放される場合には
本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３の最下流部にて遊技球の通過が阻止
される。よって、前扉枠１４の開放に際して本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路
部２６３から遊技球が零れてしまうことを抑制することができる。
【０３１４】
　本体側上皿通路部２６２を、球出口２６２ａに向けて下り傾斜となるように形成した。
これにより、本体側上皿通路部２６２においてその球出口２６２ａ付近に待機する遊技球
はその負荷の少なくとも一部が底部２６２ｂにて受けられる。よって、シャッター部材２
９３にかかる負荷を低減することが可能となり、シャッター部材２９３の開閉操作の円滑
化を図ることができる。
【０３１５】
　シャッター部材２９３は前扉側通路ユニット２７１の受口部２７５に後方に押されるこ
とで本体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３の遊技球の通過を可能とし、前
扉枠１４が開放された場合にはコイルバネ２９４の付勢力によりシャッター部材２９３が
回動し遊技球の通過を阻止するようにした。かかる構成とすることにより、前扉側通路ユ
ニット２７１とシャッター部材２９３との間にリンク機構などを設ける構成や、シャッタ
ー部材２９３の駆動手段を設ける構成に比べ、構成の簡素化を図ることができる。また、
前扉側通路ユニット２７１の受口部２７５によりシャッター部材２９３を直接押すため、
前扉枠１４の開閉に対するシャッター部材２９３の連動を良好なものとすることができる
。
【０３１６】
　また、前扉側上皿通路部２７２及び前扉側下皿通路部２７３の球入口が形成された受口
部２７５によりシャッター部材２９３を押すようにしたため、受口部２７５は各球入口を
形成する機能と、シャッター部材２９３を後方に押す機能とを併せ持つこととなる。これ
により、それぞれの機能を別体で設ける構成に比べ、構成の簡素化を図ることができる。
【０３１７】
　本体枠１３を前後方向に貫通しないように前扉側通路ユニット２７１を設けた構成にお
いて、遊技球振分部２５２を本体枠１３の後側に設けた。これにより、上皿３３に対する
遊技球振分部２５２の距離を極力大きく確保することができる。上皿３３と遊技球振分部
２５２との間に設けられる前扉側上皿通路部２７２及び本体側上皿通路部２６２は上皿３
３に払い出される遊技球の待機通路を構成するものであり、これらの通路の通路長を極力
大きく確保できれば上皿３３における遊技球の貯留容量を実質的に大きく確保することが
できる。
【０３１８】
　特に、上皿３３は貯留している遊技球を遊技球発射機構１１０に誘導する機能を有して
いるのに対して、下皿３４はかかる機能を有していない。よって、遊技を行うためには上
皿３３に遊技球を補充する必要がある。かかる事情において上記のとおり上皿３３におけ
る遊技球の貯留容量を実質的に大きく確保することで、単に遊技球の貯留容量を大きく確
保することができるだけでなく、遊技球発射機構１１０に向けた待機球の容量を大きく確
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保することができる。
【０３１９】
　前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３の球入口（内側開口部２７８及び外側開口部２
７９）と本体枠１３側の各通路部２６２，２６３の球出口とを上下方向に離間させた。こ
れにより、前扉枠１４の開放に際して前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３の球入口か
ら上方に突出した遊技球があったとしてもその遊技球が本体枠１３側の各通路部２６２，
２６３の通路壁に当たりづらくなる。よって、前扉枠１４の開放を良好に行うことができ
る。
【０３２０】
　本体側通路ユニット２６１における手前側通路壁２６５の下端を、本体側通路ユニット
２６１の他の通路壁の下端に対して上方となるように構成した。これにより、前扉枠１４
の開放に際して前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３の球入口から上方に突出した遊技
球があったとしてもその遊技球が本体枠１３側の各通路部２６２，２６３の通路壁に当た
りづらくなる。よって、前扉枠１４の開放を良好に行うことができる。
【０３２１】
　前扉側通路ユニット２７１の通路形成部２７６における上流領域２８５の上壁２８７に
球受け通路２８９を形成した。これにより、前扉枠１４の開閉に伴う振動等により前扉側
上皿通路部２７２の球入口にある遊技球がそこから零れたとしても、その零れ球を受ける
ことができる。
【０３２２】
　また、通路形成部２７６は前扉側下皿通路部２７３の通路壁を構成するものであるため
、この通路形成部２７６に球受け通路２８９を設けることで前扉側下皿通路部２７３の通
路壁の構成を有効利用することができる。よって、構成の簡素化を図ることができる。
【０３２３】
　球受け通路２８９を前扉側上皿通路部２７２の球入口の下方を通り、前扉枠１４の回動
先端側に向けて延びるように設けた。前扉枠１４を開閉した場合にはその遠心力により、
前扉側上皿通路部２７２の球入口から前扉枠１４の回動先端側に遊技球が零れ易いと考え
られる。これに対して、上記のように球受け通路２８９を形成したため、当該球受け通路
２８９における零れ球の受けを良好に行うことができる。
【０３２４】
　また、前扉側上皿通路部２７２の球入口の回動基端側には前扉側下皿通路部２７３の球
入口がある。よって、前扉側上皿通路部２７２の球入口から回動基端側に遊技球が零れた
としても、その零れ球は前扉側下皿通路部２７３の球入口にて受けられる。
【０３２５】
　球受け通路２８９を、前扉側下皿通路部２７３に通じる戻り球通路部２９９に遊技球を
導入するように形成した。これにより、球受け通路２８９にて受けられた遊技球を下皿３
４に排出することができる。
【０３２６】
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
【０３２７】
　（１）前扉側通路ユニットの変形例を図３０に示す。図３０は前扉側通路ユニット３５
５の正面図である。なお、上記実施の形態における前扉側通路ユニット２７１と同一の構
成については、同一の番号を付すとともに説明を省略する。
【０３２８】
　本構成の前扉側通路ユニット３５５は上記実施の形態と同様に、前扉側下皿通路部２７
３と戻り球通路部３５６とを備えている。但し、本構成の戻り球通路部３５６は、上記実
施の形態と異なり前扉側下皿通路部２７３に対してその途中位置にて合流している。これ
により、前扉側下皿通路部２７３に合流させずに戻り球通路部３５６を設ける構成に比し
て、不正用治具などを遊技領域に挿入しづらくなる。つまり、前扉側下皿通路部２７３に
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合流させずに戻り球通路部３５６を設ける構成では、下皿３４における戻り球通路部３５
６に対応した排出口に不正用治具を挿入することで、当該不正用治具を比較的容易に遊技
領域の位置まで持っていくことが可能となるが、上記のように戻り球通路部３５６を前扉
側下皿通路部２７３の途中位置にて合流させることで、戻り球通路部３５６内に不正用治
具を挿入しづらくなり、結果的に不正用治具を遊技領域に向けて挿入しづらくなる。
【０３２９】
　上記構成において、戻り球通路部３５６に対して戻り球検知センサ３００が設けられて
いる。そして、戻り球検知センサ３００の検知結果に基づいて遊技球の発射が禁止される
。これにより、例えば下皿３４が満杯状態で多数の戻り球が生じたとしても、回収口から
遊技球が溢れる前のタイミングで遊技球の発射が禁止され、結果的に回収口から遊技球が
溢れてしまうことが抑制される。
【０３３０】
　また、戻り球検知センサ３００は戻り球通路部３５６の途中位置にて当該戻り球通路部
３５６を流下する遊技球を検知するように設けられているため、上記のように戻り球通路
部３５６を前扉側下皿通路部２７３の途中位置にて合流させた構成において、前扉側下皿
通路部２７３を流下する遊技球までも戻り球検知センサ３００にて検知しないようにする
ことができる。よって、前扉側下皿通路部２７３にて遊技球が待機しただけであって回収
口から遊技球が溢れる可能性がない場合において遊技球の発射が禁止されないようにする
ことができる。
【０３３１】
　（２）前扉側通路ユニットの変形例を図３１に示す。図３１は前扉側通路ユニット３６
１の平面図である。なお、上記実施の形態における前扉側通路ユニット２７１と同一の構
成については、同一の番号を付すとともに説明を省略する。
【０３３２】
　本構成の前扉側通路ユニット３６１は上記実施の形態と同様に、前扉側下皿通路部２７
３と戻り球通路部２９９を備えている。但し、本構成の前扉側通路ユニット３６１は、上
記実施の形態と異なり合流部３６２を有しており、前扉側下皿通路部２７３の最下流部及
び戻り球通路部２９９の最下流部は共に合流部３６２に繋がっている。また、合流部３６
２の出口３６３は、前扉側通路ユニット３６１を前扉枠１４に取り付けた状態において下
皿３４の球入口に連通される。
【０３３３】
　上記構成においては、前扉側下皿通路部２７３を通過した遊技球と戻り球通路部２９９
を通過した遊技球とは共に合流部３６２内に入り、その後、下皿３４に排出される。以上
の構成によれば、合流部３６２までは、戻り球通路部２９９を通過する遊技球の経路が、
前扉側下皿通路部２７３を通過する遊技球に対して異なるものとなる。これにより、戻り
球通路部２９９を介した戻り球の排出が前扉側下皿通路部２７３の状況に依存することな
く行われ、戻り球通路部２９９にて遊技球が待機する可能性が低減される。そして、これ
に伴って遊技球の発射が禁止される可能性が低減される。つまり、本構成によれば、回収
口から遊技球が溢れてしまうことを抑制しつつ、遊技球の発射が禁止される可能性を低減
することができる。
【０３３４】
　なお、本構成においては、下皿３４への排出口を前扉側下皿通路部２７３と戻り球通路
部２９９とで別に設ける構成に比して、不正用治具などを遊技領域に挿入しづらくなる。
つまり、下皿３４への排出口を前扉側下皿通路部２７３と戻り球通路部２９９とでそれぞ
れ別に設けると、下皿３４における戻り球通路部２９９に対応した排出口に不正用冶具を
挿入することで、当該不正用冶具を比較的容易に遊技領域の位置まで持っていくことが可
能となる。これに対して、上記のように合流部３６２を設けることで、合流部３６２に不
正用冶具を挿入したとしても当該不正用冶具をさらに戻り球通路部２９９内に挿し込む必
要が生じ、戻り球通路部２９９内に不正用冶具を挿入しづらくなり、結果的に不正用冶具
を遊技領域に向けて挿入しづらくなる。
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【０３３５】
　（３）前扉側通路ユニットの変形例を図３２に示す。図３２は前扉側通路ユニット３７
１の平面図である。なお、上記実施の形態における前扉側通路ユニット２７１と同一の構
成については、同一の番号を付すとともに説明を省略する。
【０３３６】
　本構成の前扉側通路ユニット３７１は上記実施の形態と同様に、受口部３７２及び通路
形成部３７３を備えている。この場合に、上記実施の形態と異なり、通路形成部３７３は
受口部３７２における内側開口部３７４側から延びている。つまり、受口部３７２におい
て外側開口部３７５が前扉側上皿通路部３７６の球入口となっており内側開口部３７４が
前扉側下皿通路部３７７の球入口となっている。なお、これに合わせて本体側上皿通路部
及び本体側下皿通路部の位置関係も上記実施の形態とは逆となっている。
【０３３７】
　上記構成においては、前扉枠１４の開放開始に際して前扉側上皿通路部と本体側上皿通
路部との境界部分であって本体側上皿通路部寄りの位置に遊技球があったとしても、その
遊技球は球退避部２９０に退避され得る。よって、球詰まりの発生が抑制され前扉枠１４
の開放操作を円滑に行うことが可能となる。また、球退避部２９０の底部２９０ａは上記
のとおり外側開口部３７５に向けて下り傾斜となっているので球退避部２９０に退避した
遊技球は自重により外側開口部３７５内に入る。
【０３３８】
　（４）上記実施の形態では、戻り球検知センサ３００におけるＯＮ継続期間が基準期間
に達した場合には遊技球の発射を禁止するとともに、スピーカ部２６にて報知音を出力す
るようにしたが、これに代えて、いずれか一方のみを行うようにしてもよい。
【０３３９】
　（５）上記実施の形態では、戻り球通路形成部２８１にて回収した遊技球を、戻り球通
路部２９９を介して下皿３４に排出する構成としたが、戻り球通路部２９９の通路構成を
変更し、戻り球通路形成部２８１にて回収した遊技球を上皿３３に排出する構成としても
よい。
【０３４０】
　（６）遊技球発射機構１１０を本体枠１３の回動基端側に設け、斜め上方ではなく略鉛
直上方に遊技球を発射する構成としてもよい。当該構成であっても戻り球が生じるため当
該戻り球を回収する戻り球通路部を設ける必要がある。そして、当該構成であっても、戻
り球通路部に戻り球検知センサを設けることで、戻り球通路部から遊技球が溢れてしまう
ことを抑制することができる。
【０３４１】
　（７）上記実施の形態では、前扉側下皿通路部２７３と戻り球通路部２９９とを上下に
並設したが、左右に並べて設けてもよい。また、戻り球通路部２９９と前扉側下皿通路部
２７３とを別ユニットで設けてもよい。また、戻り球通路部２９９を、曲がり部２９９ｂ
，２９９ｃを設けずに直線的に延びるよう形成してもよい。
【０３４２】
　（８）前扉側下皿通路部２７３の排出口と戻り球通路部２９９の排出口との位置関係を
上記実施の形態とは逆にしてもよく、両排出口を上下に並べて設けてもよい。
【０３４３】
　（９）満杯検知センサ２８０を前扉側下皿通路部２７３に対して設けるのではなく、本
体側下皿通路部２６３や裏パック側下皿通路部２５９に対して設けてもよい。この場合、
下皿３４が満杯状態となった場合における下皿３４よりも上流側にて待機される遊技球の
数を増やすことができ、遊技球の貯留容量の増加を図ることが可能となる。また、かかる
構成としたとしても、前扉枠１４の開放に際しては本体側下皿通路部２７３の遊技球の通
過はシャッター部材２９３により阻止されるため、前扉枠１４の開放に際して本体側下皿
通路部２７３に待機されている遊技球が零れてしまうといった不都合の発生を抑制するこ
とができる。
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【０３４４】
　（１０）上記実施の形態では、戻り球検知センサ３００の検知結果に基づいて遊技球の
発射を禁止する構成としたが、これに加えて、戻り球検知センサ３００の検知結果に基づ
いて遊技球の払い出しを停止する（又は制限する）構成としてもよい。具体的には、払出
停止処理（図２７）において、ステップＳ１３にて否定判定した場合に、戻り球検知セン
サ３００の検知継続期間が基準期間に達しているか否かを判定し、基準期間に達していな
い場合にはそのまま払出停止処理を終了し、基準期間に達している場合にステップＳ１４
の処理を行うようにする。
【０３４５】
　このように戻り球検知センサ３００の検知結果に基づいて遊技球の払い出しを停止する
ことで、戻り球通路部２９９にて遊技球が待機し、遊技球の発射が禁止されたとしても、
その禁止状態が解除され易くなる（その禁止状態が維持されにくくなる）。つまり、下皿
３４は多量の遊技球が短時間で払い出された場合に満杯状態となり、下皿３４が満杯状態
となった後に戻り球が多数生じることにより戻り球通路部２９９にて遊技球が待機するこ
ととなる。この場合に、遊技球の払い出しを停止することで下皿３４へのさらなる遊技球
の排出が停止され、下皿３４の球抜きレバー３５の排出操作を要することなく、下皿３４
に多数貯留された遊技球を下皿３４内における周縁側に寄せたりするだけで、簡易的に戻
り球通路部２９９にて遊技球が待機した状態を解除することが可能となる。遊技球の発射
が禁止されると、遊技者にとっては遊技継続の意思があるにも関わらず、遊技を継続する
ことができなくなる。そして、かかる遊技球の発射の禁止が、遊技者に有利な大当たり状
態中（特別遊技状態中）に発生すると、当該大当たりの発生により本来得られた特典（利
益）を消失してしまうおそれがある。これに対して、遊技球の払い出しが停止されたとし
ても、遊技者は特典を消失してしまうことはない。賞球の数は払出制御装置２４２のＲＡ
Ｍ３３３にて記憶保持され、遊技球の払い出しが一旦停止されたとしても、その後、払い
出し停止の解除条件を満たすことにより、遊技球の払い出しが再開されるからである。か
かる事情においては、遊技球の払い出しよりも遊技球の発射が優先されるべきであり、上
記構成によれば、遊技球の発射を優先させることができる。
【０３４６】
　（１１）また、戻り球通路部２９９に遊技球が待機した場合には、滞在している遊技状
態に応じて、実行する処理を変更する構成としてもよい。例えば、戻り球検知センサ３０
０の検知結果に基づいて、遊技球の発射の禁止と遊技球の払い出しの停止とを行い得る構
成とする。そして、発射禁止設定処理（図２９）においては、ステップＳ３１にて否定判
定した場合にはステップＳ３２の処理を行う前に遊技状態が大当たり状態か否かを判定し
、大当たり状態でない場合にステップＳ３２に進み、大当たり状態の場合にはそのまま発
射禁止設定処理を終了するようにする。一方、払出停止処理においては遊技状態が大当た
り状態か否かの判定を行わないようにする。当該構成とすることにより、大当たり状態で
はない通常遊技状態において戻り球通路部２９９にて遊技球が待機した場合には、遊技球
の発射の禁止と遊技球の払い出しの停止とが共に実行され、大当たり状態において戻り球
通路部２９９にて遊技球が待機した場合には、遊技球の発射の禁止を実行せずに遊技球の
払い出しの停止のみを実行するようにする。これにより、大当たり状態においては戻り球
通路部２９９にて遊技球が待機したとしても遊技球の発射が禁止されることはなく、大当
たり状態中に遊技球の発射が禁止され当該大当たりの発生により本来得られた特典が消失
してしまうといった不都合の発生が阻止される。なお、当該構成において、通常遊技状態
では、戻り球通路部２９９にて遊技球が待機した場合、遊技球の発射の禁止のみを行う構
成としてもよい。
【０３４７】
　（１２）また、戻り球通路部２９９に遊技球が待機した場合には、遊技球の発射を禁止
するのではなく、遊技球の払い出しを停止する構成としてもよい。上記のとおり、遊技球
の払い出しを停止することで、戻り球通路部２９９に遊技球が待機した状態の解除を行い
易くなり、戻り球通路部２９９から遊技球が溢れてしまうことを抑制することが可能とな
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る。
【０３４８】
　（１３）上記実施の形態では、発射禁止設定処理（図２９）において遊技球の発射を禁
止する場合、下皿３４の満杯状態を解除すべき旨の報知を行うべく報知処理を実行するよ
うにしたが、かかる報知処理を払出停止処理（図２７）において遊技球の払い出しを停止
する場合にも実行するようにしてもよい。この場合に、報知処理が実行された場合の報知
態様を複数パターン設定しておき、発射禁止設定処理における報知態様と払出停止処理に
おける報知態様とをそれぞれ異ならせても良い。当該構成とすることにより、遊技者にと
っては前扉側下皿通路部２７３と戻り球通路部２９９とのうち、いずれの通路部にて遊技
球が待機しているかを把握することができ、発射の禁止や払い出しの停止が実行された場
合に適正に対処することが可能となる。
【０３４９】
　（１４）また、戻り球検知センサ３００の検知結果に基づいて遊技球の払い出しを停止
するようにした構成においては、満杯検知センサ２８０の検知結果に基づく報知態様と、
戻り球検知センサ３００の検知結果に基づく報知態様とをそれぞれ異ならせても良い。具
体的には、払出停止処理（図２７）において、満杯検知センサ２８０の検知継続期間が第
１基準期間に達した場合に遊技球の払い出しを停止（制限）させる処理を実行するととも
に第１報知態様の報知を行わせるための第１報知処理を実行し、戻り球検知センサ３００
の検知継続期間が第２基準期間に達した場合に遊技球の払い出しを停止させる処理を実行
するとともに第２報知態様の報知を行わせるための第２報知処理を実行する。このように
それぞれに対応した報知態様の報知を行うようにすることで、前扉側下皿通路部２７３と
戻り球通路部２９９とのいずれに遊技球が待機しているかを遊技者に報知することができ
、それぞれに対して適切に対処させることができる。
【０３５０】
　（１５）満杯検知センサ２８０の検知結果に基づいて遊技球の払い出しを停止させるだ
けでなく、遊技球の発射も停止させる構成としてもよい。
【０３５１】
　（１６）上記実施の形態では、本体枠１３を前後方向に貫通しないように前扉側通路ユ
ニット２７１の受口部２７５を形成したが、本体枠１３を前後方向に貫通させて当該受口
部２７５を形成してもよい。但し、前扉側通路ユニット２７１を極力コンパクトなものと
すべく、前扉側上皿通路部２７２及び前扉側下皿通路部２７３の入口部が本体枠１３の背
面よりも前側となるように前扉側通路ユニット２７１を形成する必要がある。
【０３５２】
　（１７）上記実施の形態では、前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３と本体枠１３側
の各通路部２６２，２６３との境界部分の少なくとも一部が樹脂ベース７１の前側端部よ
りも後側となるようにしたが、これを変更してもよい。例えば、境界部分の全体が樹脂ベ
ース７１の前側端部よりも後側となるようにしてもよい。この場合、樹脂ベース７１と前
扉枠１４との間に上記境界部分を設けるための空間を確保する必要がないので、パチンコ
機１０の厚み寸法を低減することが可能となる。なお、上記構成に限定されることはなく
、上記境界部分の全体が樹脂ベース７１の前側端部よりも前側となるようにしてもよい。
【０３５３】
　（１８）シャッター機構の構成は上記実施の形態における構成に限定されない。例えば
、シャッター部材２９３を、その上端部を軸線として回動するように設けてもよい。また
、シャッター部材２９３が前後方向に移動するのではなく左右方向に移動することで、本
体側上皿通路部２６２及び本体側下皿通路部２６３の球出口２６２ａ，２６３ａに対して
出没するよう構成してもよい。また、シャッター部材２９３と前扉側通路ユニット２７１
との間にリンク機構を設け、当該リンク機構を介してシャッター部材２９３が開閉する構
成としてもよい。また、シャッター部材２９３を開閉させる駆動手段を設けるとともに、
前扉枠１４の開閉を検知する開閉検知手段を設け、開閉検知手段の検知結果に基づいて駆
動手段により駆動されてシャッター部材２９３が開閉する構成としてもよい。
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【０３５４】
　（１９）上記実施の形態では、前扉枠１４を閉鎖した際には前扉側通路ユニット２７１
の受口部２７５とシャッター部材２９３とが当接することで、当該シャッター部材２９３
が後方に押される構成としたが、これを変更してもよい。例えば、前扉側通路ユニット２
７１の受口部２７５によりシャッター部材２９３を後方に押すのではなく、受口部２７５
とは別に押出し部を形成し、当該押出し部によりシャッター部材２９３を後方に押すよう
構成してもよい。
【０３５５】
　（２０）上記実施の形態では、本体枠１３の後側に遊技球振分部２５２を設けたが、当
該遊技球振分部２５２を本体枠１３の前側に設けてもよい。具体的には、前扉側通路ユニ
ット２７１の受口部２７５を遊技球振分部としてもよい。
【０３５６】
　（２１）上記実施の形態では、移動許容部として受口部２７５の仕切壁２７７に凹部２
８３を形成したが、これを変更してもよい。例えば、仕切壁２７７をその上縁が受口部２
７５の上縁に対して下方となるように形成することで移動許容部を設ける構成としてもよ
い。本構成であっても、前扉枠１４の開放に際して前扉側上皿通路部２７２と本体側上皿
通路部２６２との境界部分に遊技球があったとしても、その遊技球は仕切壁２７７を乗り
越えて前扉側下皿通路部２７３の球入口側に移動することが可能となる。よって、上記境
界部分にある遊技球が本体側上皿通路部２６２の通路壁に当たりづらくなり、前扉枠１４
の開放を良好に行うことができる。なお、仕切壁２７７に凹部２８３といった移動許容部
を設けない構成としてもよい。
【０３５７】
　（２２）通路形成部２７６の上壁２８７に遊技球の曲率に合わせた溝部を上壁２８７の
延出方向に沿って形成するようにしてもよい。この場合、球受け通路２８９にて受けた遊
技球を戻り球通路部２９９に向けてより確実に導くことができる。
【０３５８】
　（２３）上記実施の形態では、前扉側通路ユニット２７１における通路形成部２７６の
上壁２８７により球受け通路２８９を形成したが、通路形成部２７６と受口部２７５との
位置関係を変更し、通路形成部２７６の側壁から外方に延出させて球受け部を形成するよ
うにしてもよい。
【０３５９】
　（２４）前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３の各入口部を後方に開放させるととも
に、本体枠１３側の各通路部２６２，２６３の各出口部を前方に開放させてもよい。この
場合、本体枠１３側の各通路部２６２，２６３と前扉枠１４側の各通路部２７２，２７３
との境界部分では遊技球が前後方向に流れる。
【０３６０】
　（２５）球受け皿として上皿３３と下皿３４とを備えたパチンコ機１０ではなく、一の
球受け皿のみを備えたパチンコ機１０に対して本発明を適用してもよい。また、一の球受
け皿と、球貸出装置から貸し出された遊技球を受けて球受け皿に導くための補助受け皿と
を備えたパチンコ機１０に対して本発明を適用してもよい。
【０３６１】
　（２６）上記実施の形態では、前扉開放スイッチ７８や満杯検知センサ２８０の検知信
号を主制御装置１６２にて入力するようにしたが、これら検知信号を払出制御装置２４２
にて入力するようにしてもよい。
【０３６２】
　（２７）払出停止処理（図２７）の処理構成は、上記実施の形態におけるものに限定さ
れることはなく任意である。
【０３６３】
　（２８）上記実施の形態では、図柄表示装置９１を備えたパチンコ機１０に対して本発
明を適用したが、それ以外のタイプのパチンコ機に適用してもよい。例えば、遊技球転動
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部や有利口などが設けられた入賞役物装置を備えたパチンコ機に対して本発明を適用して
もよい。
【図面の簡単な説明】
【０３６４】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図４】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図５】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図６】本体枠の構成を示す正面図である。
【図７】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図８】本体枠の構成を示す背面図である。
【図９】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１０】遊技盤から主制御装置ユニットを取り外した状態を示す背面図である。
【図１１】主制御装置ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１２】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１３】裏パックユニットの分解斜視図である。
【図１４】遊技球の払い出しに関する通路構成を説明するための説明図である。
【図１５】遊技球振分部を説明するための説明図である。
【図１６】前扉枠から前扉側通路ユニットを分解した状態を示す斜視図である。
【図１７】前扉側通路ユニットの斜視図である。
【図１８】前扉側通路ユニットの分解斜視図である。
【図１９】前扉側通路ユニットの正面図である。
【図２０】前扉側通路ユニットの平面図である。
【図２１】シャッター機構の分解斜視図である。
【図２２】シャッター機構の動きを説明するための説明図である。
【図２３】球詰まり抑制構造を説明するための説明図である。
【図２４】シャッター機構の動きを説明するための説明図である。
【図２５】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図２６】遊技球の払い出し及び遊技球の発射に関する電気的構成を示すブロック図であ
る。
【図２７】払出停止処理を示すフローチャートである。
【図２８】遊技球発射制御処理を示すフローチャートである。
【図２９】発射禁止設定処理を示すフローチャートである。
【図３０】別の前扉側通路ユニットを示す正面図である。
【図３１】別の前扉側通路ユニットを示す平面図である。
【図３２】別の前扉側通路ユニットを示す正面図である。
【符号の説明】
【０３６５】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１３…ベース体としての本体枠、１４…遊技機前面
体としての前扉枠、２１…窓パネル部を構成する窓部、２２…窓パネル部を構成するガラ
ス、３３…上皿、３４…下皿、３４ａ…第１球入口、３４ｂ…第２球入口、８１…遊技装
置としての遊技盤、１０１，１０２…誘導手段としてのレール部、１１１…遊技球発射装
置としてのソレノイド、１６２…主制御装置、２２４…払出装置、２４２…払出制御装置
、２５８…裏パック側上皿通路部、２５９…裏パック側下皿通路部、２６２…本体側上皿
通路部、２６３…本体側下皿通路部、２７１…前扉側通路ユニット、２７２…前扉側上皿
通路部、２７３…前扉側下皿通路部、２７８…内側開口部、２７９…外側開口部、２８０
…満杯検知センサ、２８１…戻り球通路形成部、２８１ａ…回収口、２８９…球受け通路
、２９３…通過阻止手段としてのシャッター部材、２９９…戻り球通路部、２９９ｂ，２
９９ｃ…曲がり部、３００…戻り球検知センサ、３６２…合流部。
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